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平成 ２４ 年 第１回まんのう町議会定例会会議録（第１号） 

平成２４年３月１日    開 議  午前９時３０分

大岡議長

栗田町長

大岡議長

青野議会

事務局長

 おはようございます。 

 谷森議員より少し遅れるとの連絡がありましたので、ご報告いたします。 

ただ今の出席議員は１５名であります。 

定足数に達しておりますので、これより平成２４年第１回まんのう町議会定例会を開会いたします。

招集者であります、町長の挨拶をお願いいたします。

町長 栗田隆義君。

 皆さん、おはようございます。梅一輪、一輪ほどの暖かさと申しますが、三寒四温を繰り返し、少しずつ春に近づいております。

本日、平成２４年まんのう町議会第１回定例会を開会いたしましたところ、議員各位におかれましては、公私共に大変お忙しい

中、ご参集をいただきましてありがとうございます。

本定例会に上程させていただいておりますのは、議案３３件でございます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いを

申し上げまして、開会のご挨拶とさしていただきます。よろしくお願いいたします。

ただちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程はあらかじめお手元に配布したとおりであります。

ここで暫時休憩といたします。                              （休憩 午前 ９時３５分）

それでは、休憩を戻しまして会議を再開いたします。                    （再開 午前１０時００分）

 日程に入るに先立ちまして、議会報告をいたします。                （谷森議員着席 午前１０時００分）

 事務局長 青野進君。    

それでは、ご報告申し上げます。               （髙木議員、川原議員、合田議員着席 午前１０時０２分）

初めに、町長から地方自治法第１４９条の規定に基づく議案３３件を受理いたしました。 

次に、教育民生常任委員長から、会議規則第７７条の規定に基づく、付託審査結果報告書を受理いたしました。 

次に、組合議会関係について、平成２３年１１月２８日、平成２３年第３回香川県後期高齢者医療広域連合議会定例会が開催さ

れ、認定第１号 平成２２年度香川県後期高齢者医療広域連合一般会計・後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につい
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日程第１

青野議会

事務局長

大岡議長

大西豊議会 

運営委員長

て、他 1件の審議がされております。 

平成２３年１１月２８日、平成２３年第３回仲多度南部消防組合議会臨時会が開催され、議案第１号 香川県市町総合事務組合

を組織する地方公共団体の数の減少及び香川県市町総合事務組合規約の一部変更について、他２件の審議がされております。 

平成２３年１２月２１日、平成２３年第３回仲多度南部消防組合議会定例会が開催され、議案第１号 平成２３年度仲多度南部

消防組合一般会計補正予算第１号の審議がされております。 

次に、監査関係ですが、まんのう町監査委員より平成２３年１０月分から２３年１２月分の一般会計収支、各特別会計収支及び

水道事業会計収支の出納検査報告書がまいっております。 

以上で議会報告を終わります。 

 議会報告を終わります。

 日程第１ 本日の議事日程等について、議会運営委員会の報告を願います。

 議会運営委員長 大西豊君。 

議会運営委員会の御報告を申し上げます。

２月２７日、午前９時３０分より、第１委員会室におきまして、副町長、総務課長、議長同席のもとに、委員全員が出席いたし

まして、３月定例会の運営について慎重に審議しました。その結果を御報告します。

また、３月１日、午前９時より、第１委員会室におきまして、町長、副町長、総務課長、議長、同席のもとに、委員全員が出席

いたしまして、３月定例会に追加提案する議案について慎重に審議をしました。

平成２３年度一般会計補正予算及び平成２４年度一般会計予算審議の方法は、総務常任委員会に付託し、他の常任委員会関係部

分については、それぞれの委員会において審査、質疑終結までして、その結果を総務常任委員会に報告する。総務常任委員会は、

報告を受けた後、全体的、最終的な審査を行うこととします。

議会のテレビ中継については、まず音声告知放送に取り組む、中讃テレビ、その他の選択も含めて６月定例会をめどに取り組む

ことになりました。

議員定数条例の制定については、３月定例会最終日に２名減の１６名で委員会として上程、併せて委員会条例の一部改正も発議

として上程する予定です。

政務調査費については、今後、継続して協議することになりました。

それでは、お手元に配布されております議事日程第１号について、ご説明申し上げます。

日程第１   議会運営委員会報告                          議会運営委員長 
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大西豊議会 

運営委員長

日程第２   会議録署名議員の指名 

日程第３   会期の決定                     本日より３月１９日の１９日間といたします。 

日程第４   施政方針 

日程第５   所管事務調査の委員長報告                       教育民生常任委員長 

日程第６ 所管事務調査の委員長報告                       建設経済常任委員長  

日程第７ 所管事務調査の委員長報告                       総務常任委員長 

日程第８ 満濃中学校改築調査特別委員会の委員長報告              満濃中学校改築調査特別委員長

日程第９   意見書第２号 国民健康保険に対する国庫負担の増額を求める意見書案（平成２３年１２月議会提出）

日程第１０ 議案第 １号 まんのう町手数料条例の一部改正について              即決 

日程第１１ 議案第 ２号 まんのう町防災会議条例の一部改正について                  即決 

日程第１２ 議案第 ３号 まんのう町デマンドタクシー条例の制定について    総務常任委員会   付託

日程第１３ 議案第 ４号 まんのう町税条例の一部改正について               即決 

日程第１４ 議案第 ５号 まんのう町介護保険条例の一部改正について        教育民生常任委員会 付託

日程第１５ 議案第 ６号 まんのう町営住宅条例の一部改正について              即決

日程第１６ 議案第 ７号 まんのう町事業分担金徴収条例等の一部改正について          即決

 日程第１７ 議案第 ８号 まんのう町公民館条例の一部改正について  即決 

 日程第１８ 議案第 ９号 まんのう町水道事業の剰余金の処分等に関する条例の制定について

建設経済常任委員会 付託

日程第１９ 議案第１０号 まんのう町定住自立圏形成協定の議決に関する条例の制定について

 総務常任委員会   付託

日程第２０ 議案第１１号 丸亀市との定住自立圏形成協定の締結について       総務常任委員会   付託

日程第２１ 議案第１２号 塩入辺地に係る総合整備計画の変更について    総務常任委員会   付託 

日程第２２ 議案第１３号 まんのう町道路線の認定について        建設経済常任委員会 付託

日程第２３ 議案第１４号 字の区域の変更について            建設経済常任委員会 付託

日程第２４ 議案第１５号 平成２３年度まんのう町一般会計補正予算案第５号     総務常任委員会   付託

日程第２５ 議案第１６号 平成２３年度まんのう町国民健康保険特別会計補正予算案第４号
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大西豊議会 

運営委員長

大岡議長

   教育民生常任委員会 付託

日程第２６ 議案第１７号 平成２３年度まんのう町後期高齢者医療特別会計補正予算案第１号

                               教育民生常任委員会 付託

日程第２７ 議案第１８号 平成２３年度まんのう町介護保険特別会計補正予算案第２号 教育民生常任委員会 付託

日程第２８ 議案第１９号 平成２３年度まんのう町下水道特別会計補正予算案第１号  建設経済常任委員会 付託

日程第２９ 議案第２０号 平成２３年度まんのう町浄化槽整備推進事業特別会計補正予算案第１号

                           教育民生常任委員会 付託

日程第３０ 議案第２１号 平成２４年度まんのう町一般会計予算案    総務常任委員会   付託

日程第３１ 議案第２２号 平成２４年度まんのう町国民健康保険特別会計予算案    教育民生常任委員会 付託

日程第３２ 議案第２３号 平成２４年度まんのう町後期高齢者医療特別会計予算案   教育民生常任委員会 付託

日程第３３ 議案第２４号 平成２４年度まんのう町介護保険特別会計予算案    教育民生常任委員会 付託

日程第３４ 議案第２５号 平成２４年度まんのう町診療所特別会計予算案    教育民生常任委員会 付託

日程第３５ 議案第２６号 平成２４年度まんのう町簡易水道特別会計予算案      建設経済常任委員会 付託

日程第３６ 議案第２７号 平成２４年度まんのう町下水道特別会計予算案    建設経済常任委員会 付託

日程第３７ 議案第２８号 平成２４年度まんのう町農業集落排水特別会計予算案    建設経済常任委員会 付託

日程第３８ 議案第２９号 平成２４年度まんのう町浄化槽整備推進事業特別会計予算案 教育民生常任委員会 付託

日程第３９ 議案第３０号 平成２４年度まんのう町水道事業会計予算案    建設経済常任委員会 付託

日程第４０ 議案第３１号 工事請負変更契約の締結について                       

（平成２２年度社会資本整備総合交付金事業町道造田六地蔵線道路改築工事【天川高橋上部工】） 即決

日程第４１ 議案第３２号 教育委員会委員任命の同意について              即決 

日程第４２ 議案第３３号 まんのう町特別職の給与の減額に関する条例の制定について      即決

一般質問は、３月２日の本会議にて行います。

以上の日程で、意見の一致を見、委員会を閉会いたしました。

以上で、議会運営委員会の報告を終わります。

これをもって、議会運営委員会の委員長報告を終わります。 

ただ今の委員長の報告に対する質疑はありませんか。 
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大岡議長

本屋敷議員

大岡議長

大西豊議会 

運営委員長

大岡議長

本屋敷議員

大岡議長

大西豊議会 

運営委員長

大岡議長

本屋敷議員

大岡議長

大西豊議会 

運営委員長

大岡議長

５番 本屋敷崇君。

委員長に質問があるんですが、即決案件が何件かあるんですけれども、議案の配布はいただいたんですが、それに付随する説明

資料ですね、それが全くない中で、今日即決という形なんですが、これ、議会基本条例から考えてもおかしいですよね。そのあた

りの資料はどうなっているのか。そんな資料がない状態で即決を私たちにさせるということは、どういうことかについてお伺いし

ます。

１２番 大西豊君。

今、指摘された案件につきましても、委員会において十分な資料をお願いするということを申し出ました。例えば、工事請負変

更契約の締結についても、当初にしてはどうでしょうかと。当初したのと今の金額の差額等についても指摘をしました。そういう

中で、本会議において十分説明できるだけの資料を提出するということで、委員会としては即決ということに決定いたしました。

以上です。

５番 本屋敷崇君。

その資料はいつくれるんでしょうか。

１２番 大西豊君。

今、本屋敷議員が指摘された、議会はやっぱり対等な立場でやはり大綱的な資料を配布して、配布資料をもって審議しなければ

ならないと言う、まんのう町の基本条例もできております。そう言う中で、議会運営委員会におきましても、その都度指摘してお

ります。私は資料を出していただけるものと信じております。

他に質疑は。

５番 本屋敷崇君。

答えになってない。質問に対して。

１２番 大西豊君。

委員会で、今指摘された案件についても、委員各位から指摘もあり、例えば、先ほど言うた工事請負変更契約についても当初か

ら分かっておるんであれば、出すべきだということについての整合性についても、十分な説明をするという総務課長の答弁であり

ましたので、そのことを信じたいと思います。今回は。

他に質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。
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日程第２ 

日程第３ 

日程第４ 

大岡議長

栗田町長

これをもって、質疑を終了いたします。

 日程第２ 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、議長において１５番 谷森哲雄君、１番 川西米希子君を指名いたしま

す。

 日程第３ 会期の決定の件を議題といたします。

お諮りいたします。

 本定例会の会期は、本日から３月１９日までの１９日間といたしたいと思います。

これに、御異議ありませんか。

 （「異議なし」の声あり）

 異議なしと認めます。

 よって、会期は１９日間と決しました。

 日程第４ 施政報告を行います。                         

町長 栗田隆義君。  

 それでは、平成２４年まんのう町議会第１回定例会の開会にあたり、町政運営に関する私の所信と平成２４年度当初予算におけ

る主要施策の概要についてご説明を申し上げます。町民の皆さん並びに議員の皆様方のご理解とご賛同を賜りたく存じます。

まず始めに、社会経済情勢と国の動きについてでございます。

最近の日本経済を見ますと、海外経済の減速や慢性化しつつあるデフレと円高の影響などから横ばい状態にあると言われながら

も、雇用情勢も失業率が高い水準に止まるなど、依然として、厳しい状況が続いております。

また、忘れることのできない１年前の東日本大震災では、マグニチュード９の巨大地震と高さ１０ｍを超える大津波被害にみま

われ、過去にも例がない原子力発電所事故による高濃度の放射能漏れも加わり、終息の目途も経たない国難と言えるこの惨状に、

どう対処するのか、世界中が固唾をのんで見守っているのが現実であります。 

このような中、直近の月例経済報告によれば、今後は東日本大震災発生に伴う復興需要に支えられて緩やかな景気拡大が続くと

予測されておりますが、ギリシャの財政粉飾決算に端を発した欧州ソブリン危機の展開次第では、再び日本経済がリーマン・ショ

ック並みの打撃を受けるリスクが生じるとも言われております。

我が国においては、歴史的な政権交代から３年目を迎えておりますが、平成２４年度予算案でも国債発行額が税収を上回るなど

異常ともいえる事態に陥っており、閉塞感が国全体を覆っています。国政が混迷を深める一方で基礎自治体に対する期待は益々高
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栗田町長 まってきており、本町といたしましても、町民ニーズや町政を取り巻く環境の変化に的確に対応するため、自立と協働による取り

組みを積極的に推進していく所存でございます。

加えて、地方分権改革における地域主権一括法が公布されたことから、政策の目的を達成するためには、地域の団体や住民と共

通認識を醸成した上で、自治体、地域の団体、住民が協働連携していくことが必要不可欠と考えております。

このような中、私は、町長に就任した時から、一貫して変えない行政運営から、変える行政運営への転換を図ることこそ、まん

のう町が将来においても、持続して発展し得る、唯一の道であると考え、前例踏襲主義からの脱却を心掛けてまいりました。

そして、経済情勢や社会情勢がいかに変化しようとも、町民の皆様が、住みよい環境の中で、安心して生活ができ、子育てや教

育が受けられ、そして仕事ができる、そのようなまんのう町を創りあげることが、私に課せられた最大の使命であると、重く受け

止めておるところでございます。

また、まんのう町経営方針の根本を成します基本理念は３町合併時の新町建設計画に基づき、誰もが住みよい・住み続けたいま

ちとしており、それを具現化するために総合計画を策定し、１０年先のまんのうの将来像として、元気まんまん まんのう町 改

革と協働 輝きのまちを実現するために、町民の皆様とともに、英知を結集して、このまんのう町を更なる住みやすい町となるよ

う、創りあげて行く決意でございます。

そのためには、効率的で信頼される行政の実現でございます。

行財政の健全化では、町民の皆様のご協力を賜りながら、さまざまな取り組みを実践した結果、平成２２年度の健全化判断比率

におきまして適正な値を示すことができました。しかしながら、国内景気の低迷が続く中、町内事業者等の業績や所得状況が悪化

したことで、本町の税収もそれに比例して減収の一途をたどっております。このような中、限られた財源を効果的、かつ、効率的

に活用するためには、職員が常に改革意識を持ち、積極的に改革に取り組むことができるよう、これまで以上に行政評価や人事評

価を活用し、前例踏襲型の行政から脱却して、組織の活性化を図る必要があると考えております。

また、少数精鋭で効率的な行政を行うためには、職員個々の資質の向上が必要不可欠と考えております。今後も積極的に職員研

修の参加を推進していくものであり、行政の役割が大きく変化していく中、職員それぞれが政策に強い公務員となることにより、

町民の皆様の信頼を得ていくことが、今後更に求められていると考えており、満足感の高い、充実した住民サービスの提供に努め

る所存でございます。

次に、本町の財政状況と今後の見込みでございます。

現下の社会情勢における景気低迷を反映して町税収の回復は期待薄であり、平成２２年度の決算では景気後退の影響を受け、町

税は一昨年に引き続き微減で、対前年度約１，４００万円の減収となっております。平成２４年度当初予算におきましても、残念
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栗田町長 ながら減収を想定しているところであります。

一方、歳入一般財源の根幹をなす地方交付税について、国は平成２２年６月２２日に閣議決定した財政運営戦略で導入した中期

財政フレームの改訂に則り、平成２３年度と実質的に同水準を確保することを基本とすることから増額となっております。

 ただ、合併団体である本町は、地方交付税の特例措置が講じられており、国から臨時ボーナスをもらって生計を立てている状態

であります。平成２３年度の普通交付税における一本算定と特例措置額との差額は約９億４千万円で、これまでにおける合計額は

約４６億円に達しており、普通交付税が平成２８年度から激減緩和措置として５年間をもって段階的に削減される見込みから、町

税及び普通交付税等の一般財源の増加が見込めない中、歳出においては、退職手当が当面高水準で推移するほか、高齢化の進展や

医療費の増加等による社会保障関係及び関連経費の繰出し金の増加、耐震改修費や老朽施設改修費、合併特例事業等による投資的

経費の増加、それらによる公債費の増加などの多額の財政需要が控えており、このことにより、計画的な事業削減は必至であり、

施策検討にあたっては、将来の財政負担の軽減のため、財政構造を見直すことを前提として長期継続事業の廃止・見直しなど大胆

な歳出抑制を図るなど徹底した財政健全化に引き続き取り組む所存でございます。

次に、平成２４年度当初予算の編成方針についてでございます。

平成２４年度当初予算の編成にあたりましては、限られた財源を有効かつ効率的に最大限活用することを基本に、本町を取り巻

く雇用情勢経済情勢に鑑み、住民生活の安定確保を最優先に予算編成に努めたところでございます。まちづくりの指針となるまん

のう町総合計画に揚げる施策・事業の着実な推進を図り、少子・高齢化に向けた総合的な地域福祉施策や生活関連社会資本整備な

ど多様化する政策課題に対応し、町民の満足度をより高めていくことはもとより、合併効果が充分発揮できる施策を推進し、更な

る新町の一体感の醸成や均衡ある発展を図ることが重要と考えております。

そのためには、町税等の収納率の向上や新たな自主財源の創出等により歳入の確保に努め、徹底した事務事業の見直し・アウト

ソーシング等による行財政改革を進めるとともに、選択と集中による事業の重点化により限られた財源の中でより効率的・効果的

な行財政運営を行うことが必要であります。

したがって、現下の財政状況を充分認識の上、まんのう町総合計画及び実施計画を予算編成の基本とし、事務事業評価の結果を

確実に予算に反映させるとともに、歳入歳出全般にわたり徹底した見直しを行うことで町域の均衡ある発展と町民福祉の向上に繋

がる予算を編成したところでございます。

また、国の３次補正予算に伴うものとして、平成２４年度に予定いたしておりましたＰＦＩ事業で取り組んでおります満濃中学

校施設整備事業や満濃南小学校ランチルーム耐震化事業を、前倒しで、平成２３年度の３月補正予算に計上させていただいており

ます。いつ何時襲ってくるか分からない東南海・南海地震に備えて、子どもたちに安心して学校生活を送っていただける環境整備
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栗田町長 を速やかに執行していく所存でございます。

それでは、平成２４年度当初予算案と主要な事業、施策の概要について総合計画の基本計画方針に従ってご説明申し上げます。

当初予算案といたしましては、一般会計９０億４，８００万円、特別会計５５億８，９３０万円でございます。

内訳といたしましては、国民健康保険特別会計 事業勘定２４億９，１５０万円、国民健康保険特別会計 直診勘定３，３４０万

円、後期高齢者医療特別会計２億５，０９０万円、介護保険特別会計２１憶６，２１０万円、診療所特別会計１億１，９９０万円、

簡易水道特別会計２億４，２６０万円、下水道特別会計１億９，３９０万円、農業集落排水特別会計２，９１０万円、浄化槽整備

推進事業特別会計６，５９０万円、一般会計と特別会計の合計額は１４６億３，７３０万円で、昨年より１億２，８１０万円、０．

９％の増額となっております。増額の要因としては、主に満濃中学校改築整備関連経費や公共施設・道路等の維持修繕、起債の償

還元金の増などが挙げられます。地域の要望等も数多くございましたが、事業の緊急性、優先順位を精査し、的確な事業展開が図

られるよう財源の効率的かつ効果的配分に努め、予算編成を実施いたしました。

それでは、自然が輝くまちづくりでございます。

中讃圏域において、貴重な自然環境を有する山なみや里山、水資源を持つ本町には、それらを守り、育てながら確実に次世代に

引き継ぐ責務があり、地球温暖化対策では、まんのう町地球温暖化対策実行計画に基づき、町の事務事業に伴う温室効果ガス排出

量の削減に取り組んでまいります。

また、自治会要望等で設置しております防犯灯では、ＬＥＤ照明による省エネ・高照度化を推進してまいります。大変要望が多

い家庭用太陽光発電システムにつきましても、昨年同様に継続して一部助成制度を実施することで、環境にやさしい自然エネルギ

ーの利用促進を図ります。

水質保全の観点では、生活排水対策として合併浄化槽設置に対する助成を引き続き実施いたします。

ゴミ問題では環境への負荷を軽減した循環型社会の実現のため、リデュース、リユース、リサイクルの３Ｒ運動の推進強化に重

点的に取り組みます。その一環として、ごみリサイクルの推進強化を図り、ゴミの減量・再資源化を推進いたします。

 また、エコランド林ヶ谷から排水される雨水に塩分が含まれていた問題につきましては、中讃広域行政事務組合と住民関係者と

の調整役となり、新たな代替貯水池等を整備したことや公共下水道を平成２３年度と２４年度の２か年で早期完了さすことにより

地元自治会及び水利組合の不安を一刻も早く解消することに努めるものでございます。また、今後とも中讃広域行政事務組合に対

しまして、安心できる最終処分場施設運営に努めていただくよう働きかけてまいります。

次に、心豊かな人材を育てるまちづくりでございます。

 満濃中学校の改築につきましては、議員各位のご理解を賜り、町民体育館、町立図書館の新築とともに、ＰＦＩ手法を導入した
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栗田町長 事業を初めて進めており、２月より造成工事などに取りかかり、４月に建築工事に着手し、１年後の平成２５年３月までには建設

工事が完了する予定となっております。新しい校舎は来年の４月から使用する予定ですが、その後、現在の校舎等を解体し、グラ

ウンドの整備を行いますので、全体の工事が完了するのは平成２６年の１月末の予定となっております。ＰＦＩ手法を導入し、経

費の節減と民間企業が持っているアイデアを活かした素晴らしい中学校の改築と町立図書館等の複合施設の整備に努めてまいり

ます。

また、耐震改修につきましては、平成２４年度に満濃南小学校のランチルーム、平成２５年度に琴南中学校の体育館及び満濃南

幼稚園の耐震改修に取り組んでまいります。

幼児教育につきましては、平成２７年を目途に幼稚園と保育所の垣根をなくした総合こども園を設ける国の構想などを見極めな

がら、今後、検討委員会を起ち上げ、まんのう町としての幼児教育の在り方を検討してまいりたいと考えております。

放課後児童クラブにつきましては、保護者の要望を踏まえ、子育て支援を充実させるため、同一世帯から２人以上の児童が放課

後児童クラブを利用している場合は、２人目以上の児童に係る利用料を２分の１にするなど、利用料の軽減に取り組んでまいりま

す。

生涯学習推進体制の整備では、地域住民にとって、もっとも身近な公の施設である公民館等の安全性や利便性を高めるため、生

涯学習施設の計画的な修繕や整備・充実を図ります。また、生涯スポーツの振興として、普及・定着のため、総合型地域スポーツ

クラブ設立への支援を行います。

次に、すべての人が輝くまちづくりでございます。

本町の人権施策を総合的かつ効果的に推進するため、県及び関係団体との連携強化に努めます。また、人権啓発の拠点でありま

す長尾会館を中心として人権尊重社会に向けての取り組みを鋭意発信してまいります。

男女共同参画の推進につきましては、男女がお互いの個性と能力を発揮でき、女性の社会参画が容易となる環境づくりに向けて、

取り組んでまいります。

地域間交流では、本町と丸亀市を中心市とした定住自立圏構想推進要綱に基づき、協定を締結することで相互の多様な個性を最

大限に活かしながら圏域における定住を強く推進し、ひいては我が町の魅力を積極的に発信することで本町への定住機運を高めて

いくものでございます。

文化関係につきましては、ご承知のように一昨年、世界無形文化遺産の登録に逆風が吹き、佐文地区の綾子踊はユネスコの無形

文化遺産保護条約の代表一覧表への記載は見送られました。今後は、年間登録件数が絞られるうえ、登録前の審査に専門家機関の

評価を加える案が浮上するなど、無形文化遺産の登録が狭き門になりそうですが、できるだけ早い記載に向け、働きかけを継続し
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栗田町長 てまいりたいと考えております。

また、中寺廃寺跡の保存整備事業につきましては、平成２５年度完了を目指して、平成２４年度は遺構の整備、説明板の設置等

を進めてまいります。

次に、誰もが安心して暮らせるまちづくりでございます。

かりん温泉跡のかりん健康センターにつきましては、新しく開所して早や一年が経ちました。利用者の皆様には地理的面でご不

便をお掛けいたしていますが、多くの町民の皆様にご利用いただいておりますこと、大変喜んでおるところでございます。今後も、

住民の健康増進に寄与できるような更なる取組として、健康診断の受診者を増やし、乳がん・子宮がん検診等、がん検診を充実さ

せることで病巣の早期発見に努め、罹患者の治癒率を高めます。 

また、乳幼児若年者を対象とした子宮頸がんワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの接種では、２３年度と同じく

全額公費助成を継続して推進することで、罹患率の低減を図ってまいります。

また、新たな取組として、４０歳から５歳区切りの年齢の方を対象として、公費助成を持って歯科医療機関での検診を推進して

まいります。

自殺者対策事業といたしまして、関係機関と連携を図りながら自殺予防啓発活動と相談事業の充実、メンタルヘルス・サポータ

ー等のリーダー養成を行うなど、精神的な悩みを抱える人に対しての支援等を展開してまいります。

健康施策では、琴南地区の琴南農村環境改善センター、満濃地区の満濃農村環境改善センター、仲南地区の仲南支所において、

筋力トレーニングや健康体操などの有酸素運動が楽しみながら手軽にできるかんたんフィトネスを開設しており、利用者の皆様か

らは安価で質の高い設備が整っているとの声が寄せられております。一人でも多くの町民にご利用いただけるような更なる啓発を

行ってまいります。

次に、高齢者福祉・介護保険計画の策定では、福祉は拡大傾向から、住民負担や財政運営に配慮して、適正化のための調整が必

要な過渡期を迎えております。今後の３年間は、何よりも介護保険料の高騰を抑制することを最重点といたしており、今回は県下

で最も低い伸び率にすることを根幹としております。

 次に、今年度は障害者・障害福祉計画の立案を行います。障害者の自立支援の理念を発揮するために、障害者が家族との関わり

を深めながら、働けて、地域で暮らして行ける環境整備を図ります。

また、介護給付の決定は、一般の方への説明責任を果たせるものとするために第三者委員会の設置を働きかけます。

 敬老会の見直しについてでございます。町内７箇所ごとに実行委員会を開催し、町からの委託により各地域の実行委員会が実施

することで合意ができました。
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栗田町長  次に、医療費節約の啓発は、これまでに町内６９か所で開催して、２，３３８人の町民にお伝えしております。現在、国民健康

保険の一人当たり医療費は、県下で高い方から４番目、後期高齢者医療保険は９番目に順位が下がって来ましたが、懸念すべき状

態には変わりがありません。今後３年から４年間に３００か所で７，０００人への啓発を達成目標として継続する方針といたして

おります。  

新年度の国民健康保険料は、高松市の２割の上げ幅が話題となりましたが、本町の新年度は据え置きといたします。

後期高齢者医療も２月の運営委員会で、今年度と同額で新年度の予算を組む採択がなされております。

 ただし、今年度の３月補正予算のご提案のとおり、平成２５年度の増額は避けられない見通しであります。

次に、安心安全生活ネットワーク会議は、命見守り ほっと安心事業の公的な背後支援のために社会福祉協議会が開催していた

ほっと安心委員会を継承するものであり、数多く実施されている安心安全施策の連携を図るものであり、１２月議会で策定した安

心安全生活ネットワーク基金の的確な運用のために、この会議の果たす役割に期待を寄せておるところでございます。

次に、誰もが安全・快適に住めるまちづくりでございます。

公共交通不便地域である本町において、交通弱者の移動手段を確保するために導入いたしましたデマンド型乗合タクシー、あい

あいタクシーは２年間の国の支援による実証運行が終了し、新年度から本格運行に移行いたします。今後も、一人でも多くの住民

の皆様に気軽にご利用いただける運行に努めてまいります。

次に、南海・東南海地震が近い将来予測されていることなどから、生活安全対策として町道に架かる橋梁の長寿命化を計画的に

整備をいたします。町内には架設後４０年から５０年が経過した橋梁が多く存在しており、補修では安全が確保できない橋梁につ

いては架け替えを行うこととしており、２４年度は仲南地区の道徳寺橋の実施設計を行うことといたしております。

土地改良事業では、新年度より県営中山間総合整備事業が６年間の予定で１５億円を超える事業費を持って動き出しますので、

住民の皆様にはご理解とご協力をお願い申し上げます。

また、１０万トン以上のため池のハザードマップ作成では、住民の安心・安全を確保するために速やかに実施していく所存でご

ざいます。

耐震住宅施策では、昭和５６年６月以前に建設された民間住宅の耐震改修への支援を行うため、国・県の制度に合わせ新年度も

継続して一部補助金を支給してまいります。

水道事業では、老朽管の耐震化を計画的に実施し、震災に強いライフラインの構築に努めます。

次に、防災・減災の地域力づくりでございます。

災害から住民の生命、財産を守ることは行政の最重要課題であることから、計画的な瞬時警報システムによる全戸への緊急地震
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栗田町長 速報により避難訓練を実施してまいります。

また、地域防災計画改訂に併せ、避難にあたって各地域の公民館・集会所が一時避難場所として機能するか調査を進めており、

結果が出次第、御報告いたします。

自主防災組織への支援では、特に高齢者や障害者が災害時に安全に避難するために地域の力が不可欠であります。自分の命は自

分で守ることを基本として近隣で助け合い、尊い命を一人でも救うための仕組みづくりとして自主防災組織育成推進要綱を新たに

作成し、共助体制づくりを支援いたします。

また、防災資機材整備事業や地域防災活動事業を創設し、自主防災組織の活動に対して助成を行ってまいります。

交通安全施策につきましては、２３年度は残念ながら町内で多くの死亡事故が発生いたしましたことから、交通事故撲滅の啓発

を各種団体とともに強力に推進していく所存でございます。

次に、地域経済の活力を高めるまちづくりでございます。

本町は、総面積の７０％が森林であり、豊かな自然に恵まれております。しかし、その森林も従事者の高齢化や木材需要の低迷

で整備が遅れている状況であります。国においては、林業として成り立つよう、個々でなく広い範囲で地域が連携した森林整備を

目指しています。そのひとつとして、森林施業計画から広い範囲を対象とした森林経営計画に移行することとなりました。町とい

たしましても、森林を育てて木材生産に結び付くよう森林組合と連携を密にして森林経営計画の樹立を促進してまいります。

農業施策につきましては、環太平洋連携協定、ＴＰＰについて交渉参加に向けて関係国と協議に入ると国は表明しておりますが、

具体的内容等の説明も十分なされておらず、農業の先行きが心配されるところであり、全国町村会としても反対をしておるところ

でございます。今後、国の動向を注視し、農業関係団体等と連携して対応してまいります。

本年７月は、農政・農地行政の重要な役割を担っている農業委員の改選時期であります。農業委員会は権限委譲など活動強化が

されており、改選に伴う研修会などを通じ、優良農地の確保・有効利用、担い手の確保・育成に取り組んでいただけるものと期待

をしております。

２０１０農業センサスによりますと、前回調査と比べ農業従事者の高齢化、遊休農地の増加がみられます。その解消には地域の

農業・農地は地域で守るという取組が大切であります。国においては、新規就農、農地集積の推進のため、新たな事業が予定され

ており、その事業に取り組むには集落で担い手を位置づけるなど、地域農業マスタープラン作成が必要となります。このような新

たな制度の周知や平成２３年度から行っておる集落営農法人への活動支援を継続して行い、地域農業の振興に努めてまいります。

また、平成２３年度から本格実施されました戸別所得補償制度については、農家の所得向上に結び付くように制度の活用を推進

してまいります。
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日程第５ 

栗田町長

大岡議長

また、安定的な農業経営を実現するために、各種土地改良事業の推進に取り組み、生産基盤の整備・農業用水の確保と併せて地

域の高齢化・担い手不足の進む中で、農地や農業用施設の保全管理のための事業を今まで以上に取り組んでまいります。

 農村環境の保全では、毎年増え続けております農作物のイノシシ被害対策として、集落での取組を推進するため、自治会での狩

猟免許取得、箱わな購入補助を継続して実施いたします。また、電気柵設置などの被害防除事業も実施しており、環境保全に取り

組んでまいります。

 商工観光につきましては、地域消費者の購買意欲の拡大等による町内商工業者の活性化、経営基盤充実を目的に平成１９年度か

ら継続実施しておりますプレミアム商品券の発行助成は、本年度、発行金額１億円として、１千万円の助成を行うことで、町内商

工業の活性化に努めてまいります。 

また、町観光の核として観光振興を担っていただくようツーリズム協会の充実と活動に対し支援を行ってまいります。

以上、私の町政運営における所信の一端と新年度の施策の大要につきまして申し上げました。 

激動する社会情勢下、固定観念にとらわれず、常に改革の意識を持ちながらさまざまな施策を実行できるような柔軟な発想によ

る行政運営に努め、町民の皆様が、住み続けたい、住んで良かったと感じていただけるまちづくりを目指して、引き続きまんのう

町の発展に向けた基盤づくりに全精力を傾注してまいります。

 何卒、町民の皆様、議員の皆様の町政に対するご理解と一層のご支援を賜りますようお願い申し上げ、施政方針といたします。

続きまして、昨年の秋に発覚いたしました本町行政職員の不適切な事務処理による下水道使用料賦課漏れの問題につきまして

は、その後関係諸帳簿等の精査を行い、全体把握ができましたことから２月上旬から随時関係する住民宅を訪問し、顛末をご説明

の上、改めて過年度の未徴収使用料の納入をお願いしておるところでございます。

また、管理者たる私、町長と副町長及び関係する職員に対し、懲戒処分等の処罰を行いましたことを報告いたします。つきまし

ては、関係する住民の皆様には大変ご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを、この場を借りまして、深くお詫びを申し上げま

すと共に、今後二度とこのような不祥事がないよう、管理監督を厳格に実施することをお誓い申し上げる次第でございます。

町政報告を終わります。

ここで、議場の時計で１１時１５分まで休憩をいたします。                 （休憩 午前１０時５８分）

それでは、休憩を戻しまして会議を再開いたします。                    （再開 午前１１時１５分）

日程第５ 所管事務調査の委員長報告の件を議題といたします。

 教育民生常任委員会の所管事務調査について委員長の報告を求めます。
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大岡議長

髙木教育 

民生委員長

 教育民生常任委員長 髙木堅君。

それでは、教育民生常任委員会の委員長報告を行ったらと思います。 

昨年１２月２３日、午後１時より、第１委員会室におきまして委員全員、執行部より、町長、副町長、教育長、総務課長、社会

教育課長、建設土地改良課長の出席により教育民生常任委員会を開催し、琴南地区大月山荘を現地調査をいたしました。その後、

大月山荘の購入について執行部より説明があったわけでございます。

委員より、建物、土地の所有権についての質疑があり、執行部より、建物は個人、土地は旧琴南地区財産区のものであるとのこ

とでございます。

委員より、適正な価格で購入できるように交渉してほしいとの意見がありました。

以上、午後３時５５分に委員会を閉会いたしました。

去る２月１４日、午前９時３０分より、第１委員会室におきまして委員全員、議長同席のもとに、執行部より、町長、副町長、

教育長、総務課長、所管課全員の出席により教育民生常任委員会を公開にて開催いたしました。議題につきましては、所管事務調

査について、その他でございます。

町長挨拶のあと、意見書第２号 国民健康保険に対する国庫負担の増額を求める意見書案（平成２３年１２月議会提出）につい

てを慎重に審査を行ったわけでございます。

委員より、国の限られた予算の中で増額には、無理があるとの意見がございました。

付託されました案件について、次とおり決定しましたので、会議規則第７７条の規定によりその結果を報告いたします。

意見書第２号 国民健康保険に対する国庫負担の増額を求める意見書案（平成２３年１２月議会提出）  全会一致で否決

とすることで意見の一致を見ました。

次に、福祉保険課長より、高齢者福祉介護計画の策定案、障害者福祉計画の策定経過、子ども手当、安心安全介護ネットワーク

会議の発足、敬老会の見直し、うきうき教室の開催、緊急通報装置の稼動状況、医療費の動向等について説明がありました。

委員より、介護保険料についての質疑があり、執行部より、平成２４年度から３年間は、保険料の抑制と財政負担の適正化のた

めに、施設、ベッド数等の抑制をしたいとのことでした。

委員より、介護保険料の改定については、住民の目線で説明責任ができるような形でお願いしたいとの意見がございました。 

委員より、介護保険を利用せずに生活している住民に対して励みになる制度を作るのと、認定の適正化に真剣に取り組んで欲し

いとの要望がございました。

琴南支所長より、内科、歯科診療所の診療状況の報告があり、委員より、ジェネリック医薬品の使用について質疑があり、執行
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髙木教育 

民生常任 

委員長

部より、ジェネリック医薬品の使用推進については、現在、琴南支所と診療所とで十分に話し合いを行い進めているとのことでご

ざいます。

委員より、医師以外の看護師等による訪問看護についての質疑があり、執行部より、診療所と協議し、今年４月以降からの実施

を考えているとのことでございます。

委員より、診療所の医師の官舎について質疑があり、執行部より、建ってからかなりの年数が経過しており、老朽化しているの

で、医師の常駐を確認後に平成２４年度で改修を予定しているとのことでございます。

住民生活課長より、行事報告、人口・世帯数、住民異動届受付件数、夜間窓口受付件数、戸籍・住民票等の発行状況、ごみ収集

の状況、補助金の実施状況、野犬保護件数及び犬猫の補助金、火葬事業、し尿処理事業、資源ごみ収集実績、不法投棄処理件数、

浄化槽設置整備事業等の説明がありました。  

委員より、し尿処理の職員数についての質疑があり、原則、臨時職員４名で対応しているが他にゴミ収集も兼務しているとのこ

とでございます。

健康増進課長より、事業報告、高齢者用肺炎球菌ワクチン、子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌予防ワクチン、インフルエンザ

予防ワクチン等の接種状況、母子手帳等交付実績、かんたんフィットネス参加者状況、温泉送迎バス乗車人員の状況、インフルエ

ンザ流行警報等の説明がございました。

委員より、香川県後期高齢者医療広域連合の対象者が７５歳以上の高齢者用肺炎球菌ワクチンの接種の補助制度の活用について

質疑があり、執行部より、現在は住民生活に光をそそぐ交付金事業で対応しているとのことでございます。

委員より、高齢者用肺炎球菌ワクチンの供給不足により接種できていない方の救済措置について質疑があり、執行部より、現在、

接種の意思があるのにできてない方については繰越措置を考えており、人数を確定するために対象者全員に通知をし、電話等の連

絡をいただいた方については台帳に取りまとめて、供給量が安定してきた時点で再度連絡をして対応するとのことでございます。

次に、学校教育課長より、主要行事報告、放課後児童クラブ利用状況、平成２４年度小・中学校入学予定者数等について説明が

ありました。

委員より、満濃中学校改築における琴南中学校との統廃合について質疑があり、執行部より、平成２５年度の新中学校の校舎完

成後に人数の多い所で学ばせたい意向の保護者もいるので、そういう流れの中で状況を見ながら話しをさせていただきたいとのこ

とでございます。

委員より、インフルエンザにおける学級閉鎖の期間について質疑があり、執行部より、養護教員、学校医と相談して期間は決定

するが、期間については学校と再協議するとのことでございます。
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髙木教育 

民生常任 

委員長

大岡議長

本屋敷議員

大岡議長

髙木教育 

民生常任 

委員長

大岡議長

本屋敷議員

次に、社会教育課長より、社会教育、人権教育、社会体育、文化財、高齢者教育、女性教育、青少年教育、芸術文化、文化祭、

公民館まつり等、国際交流、公民館月別実績、児童館利用状況、琴南地区大月山荘（仮称）星の家運営基本構想等の報告がござい

ました。

委員より、森のコンサートの入場者数ついて質疑があり、執行部より、まだ実績があがってきていないが、２日間で約５５０名

から６００名だろうとのことでございます。

委員より、琴南地区大月山荘（仮称）星の家の運営について、開始時期について質疑があり、執行部より、平成２４年度の秋ま

でに運営、改修計画を策定し、平成２５年度の秋からは運営を開始したいとの考えでございます。

委員より、施設の有効活用ができるよう、関係各課で協議してほしいとの意見がございました。

以上、所管事務調査を行い、午後３時５分に委員会を閉会いたしました。

以上で、教育民生常任委員会の委員長報告を終わります。

 これをもって、教育民生常任委員会の所管事務調査に関する委員長報告を終わります。

ただ今の委員長報告に対する質疑はありませんか。

５番 本屋敷崇君。

意見書第２号ですね、教育民生常任委員会の判断をしているということですが、その中にありました国庫負担の増額を認めるの

は難しいだろうという部分の理由をお聞きしたいなと思いますので、よろしくお願いします。

１４番 髙木堅君。

本屋敷議員さんが今質問されたことについて、委員会の各委員さんの先ほど説明したわけですが、今現在でも相当な赤字財政で、

国の限られた予算の中で、増額には大変な無理が生じておると、無理であるんでないかということで、意見の大半を占めましたの

で、そういうことです。

５番 本屋敷崇君。

もう１点、他の質問にはないりますが、委員長の報告の中でですね、満濃中学校と琴南中学校の合併の話がでておりましたけれ

ども、まず、前にですね、経過として今後２５年度の合併を目標として、当初話を進めていたものがですね、頓挫しとるわけです

ね。その理由として、その時の話として、今後保護者の方からそういった話がある場合にはお受けはいたしますが、こちらの方か

らそういったお話をすることは基本的にはないと考えておりますと言うような答弁だったわけですよね、執行部の方から。それが、

先ほどの話でしたら、学校ができた時点でそういった話を持ちかけていきますというような話ではありましたけれども、そうなる

とちょっと話が違うなという話で、本来であるならばですね、今現在２校あることを考えて、いかにですね、この２校を有効活用
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日程第６ 

本屋敷議員

大岡議長

髙木教育 

民生常任 

委員長

大岡議長

藤田建設

経済常任

委員長

していくかということの論点をすすめていくべきであろうと思うんですが、そのあたりについての話は執行部の方からあったのか

ないのかだけで結構です。ない上で、そういった話をしているのかどうかだけ、お聞きします。

１４番 髙木堅君。

今、本屋敷議員が言われたような質問に対しては、執行部の方は出てきておりません。なお、委員の中の皆さんそれぞれの考え

もあろうかと思いますが、やはり新しい中学校に子どもたちを入れたい、入りたい、本人またご父兄、家族等がそういう希望があ

れば、そういう方向に向けて行くというような執行部の対応、また、一番に委員会の中の意見、一意見としては、やはりその当事

者の本人、親、ご父兄等の意見を注意してもらいたいと言う意見はございました。以上です。

他に質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終了いたします。

日程第６ 所管事務調査の委員長報告の件を議題といたします。

 建設経済常任委員会の所管事務調査について委員長の報告を求めます。

 建設経済常任委員長 藤田昌大君。

建設経済常任委員会の委員長報告を行います。

去る２月１６日、午前９時１５分より、第１委員会室におきまして委員全員による委員会の事前の打ち合わせを行い、午前９時

３０分より、委員全員、執行部より、町長、副町長、総務課長、所管課長全員の出席により建設経済常任委員会を公開にて開催い

たしました。議題につきましては、所管事務調査、その他であります。

栗田町長挨拶の後、地籍調査課長より、事業実施報告等について説明がありました。

委員より、双方の土地所有者が境界について合意できない場合についての質疑があり、執行部より、その場合は境界が未確定の

ままになるとのことでありました。

委員より、境界が不明な時の境界確定について質疑があり、執行部より、地元の協力員の意見等をもとに所有者が合意すれば境

界が確定するとのことでありました。

次に、産業経済課長より、農業委員会定例会の開催状況、全国農業委員会会長代表者集会・中讃地区農業委員会連合会視察研修、

簿記記帳講習及び経営管理能力向上講習会の報告。農林振興関係として、平成２４年産米の県から町への生産目標数量、中山間地

域等直接支払、農業用軽油免税継続申請受付、松くい虫防除事業樹幹注入委託、狩猟免許試験等日程、農業振興地域整備促進協議
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会開催、地域農業マスタープラン概要などの報告がありました。

商工観光関係としては、プレミアム商品券、まんのう町商工会館竣工式の報告がありました。プレミアム商品券については、１

２月４日に予約販売・当日販売をし、１１日１４日の予約販売は６２，６５０千円、１２月４日の当日販売は２０，１２０千円の

合計８２，７７０千円を販売したとの報告がありました。その他、かりんの丘公園、かりん会館、かりん亭の利用状況の報告があ

りました。

委員より、耕作放棄地の把握方法、マップの作成についての質疑があり、執行部より、農業委員が耕作放棄地調査を実施してい

るとのことでありました。

委員より、満濃池東側で実施の松くい虫防除樹幹注入の日数について質問があり、執行部より、１日で完了する予定であったが、

雨の関係で２日間での実施となったとのことでありました。

次に、水道課長より、満濃池の貯水状況は９５％の１，４６０万トンであり、仲南地区の地蔵前ダムについては８０％の７２，

３００トンであるとの報告でありました。現在は、安定的に水道水を供給しているが、春先の渇水を心配しているので、今後の雨

量次第では住民に節水を呼びかけるとのことでありました。

工事の発注状況については、石綿管更新工事は最終年度となり、県道炭所東琴平線のコメリ前においてダクタイル鋳鉄管Ф１０

０から１５０mmを約１ｋｍ施行予定で工事を施工しており、現在８０％の進捗率である。台風による道路災害で水道管の破損箇
所があり、水道復旧工事を発注している。今月初めの寒波により水道管の凍結による漏水事故が発生した。また、他事業にともな

う水道管移設工事があり、住民の皆様には断水等迷惑のかからないように施工するとのことでありました。

その他として、四条浄水場の老朽化による今後の検討課題、また、水道事業広域化の対象区域による比較検討の報告。さらに、

浄水場・配水池等町内対象施設の６１か所の簡易耐震診断をおこなっているが、その結果に基づき今後どのようにすればよいか検

討するとの報告がありました。

委員より、満濃中学改築工事に関連した新たな水道工事について質疑があり、執行部より、新中学校の雨水対策の排水施設布設

工事に伴う水道管移設工事を中学校の改築予算の中で実施するとのことでありました。

次に、羽間地区農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業、羽間駅前駐車場、町道樫林・佐岡線、老朽ため池赤谷池、かりん

会館、かりん広場の現地調査を行いました。

また、委員より、羽間駅前駐車場に設けている身体障害者用の駐車場に一般車両がよく駐車しており、身障者用の駐車場を阻害

している状況であり、啓発用の看板等の設置との意見が出ました。

次に、建設土地改良課長より、土地改良事業関係の説明があり、町内の１０万トン以上のため池３地区のハザードマップの作成
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を発注している。また、土地改良関係の農地及び農道・水路の災害復旧工事についても ２７件中２５件を発注しているとのこと

でありました。

また、県営事業のうち、中山間地域総合整備事業の農業集落道、ほ場整備事業、農道事業については、今年度中にすべてを完了

し、１地区実施しているため池整備事業については来年度完了するとのことでありました。 

震災対策として、まんのう池のため池耐震調査については県営事業として発注済みとのことでありました。

次に、町内の主なため池の貯水状況の報告及び林道事業・公共土木事業・都市計画・住宅関係、林道災害復旧工事、公共土木災

害復旧工事及び下水道事業、農業集落排水事業の状況説明があり、災害復旧工事については、本年度内に発注し早期完了に努めて

いるが、一部工事によっては事業を翌年度に繰り越すとのことでありました。

町内のほ場整備の推進状況については、２４年度より始まる第２期の中山間地域総合整備事業の事業着手に向けた事務処理を進

めているとのことでありました。事業内容については、農業生産基盤整備事業として農業用排水路を１３路線、延長７，７６０ｍ、

事業費４億８，４００万円、農道整備事業を２路線、延長８１０ｍ、事業費８，１００万円、ほ場整備事業を８団地、面積１９．

２ｈａ、事業費４億２，５００万円、農地防災事業として、ため池改修１１か所、事業費４億３，２００万円の合計３４か所、事

業費として１４億２，２００万円を予定。また、生活環境整備として農業集落道整備を２路線、延長６５０ｍ、事業費５，６００

万円、農業集落防災安全施設整備を６か所、事業費４，７００万円の計８か所、事業費１億３００万円で合計４２か所、事業費１

５億２，５００万円の予定とのことでありました。

主な県道の整備予定・状況についての説明があり、県道丸亀三好線の久保工区の用地については、数名の方々にすでにご協力を

いただいており、引き続き用地交渉を行い、協力をいただけた所から工事着手に向けて進めていくとのことでありました。その他、

県道丸亀三好線では堀切峠の手前のカーブ修正、塩入地区の引き続き改修工事などが予定されているとのことでありました。

また、県道炭所西善通寺線の鐘場工区及び宮東地区において用地交渉を進めており、炭所東琴平線についても、交通事故の多発

などにより、地元からの強い要望もあり、交通安全施設として照明設備の設置と歩道整備の検討、また、高篠小学校横の歩道の検

討をしているとのことでありました。町道、農道などの舗装修繕など維持工事については、災害の発注などで少し遅れているが早

急に発注し、工事を進めていくとのことでありました。

下水道使用料賦課漏れの状況についての説明があり、昨年１１月末での確認済の漏れの件数は６８件で、金額は５６２万円余り

であり、現在は職員が各家庭を訪問のうえ、状況説明とお詫びをして、現在までに１６名の方に納付の協力をいただいており、今

後の事務処理の適正化と再発防止を図るために、下水道接続申請確認台帳を作成し、複数の職員で確認のうえ事務処理を行い、再

発防止と信頼回復に努めるとのことでありました。
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委員より、満濃池耐震調査の町の負担分について質疑があり、執行部より、事業費の負担割合は国５０％、県２５％、市町２５％

であり、市町負担分については、満濃池からの各市町の受益面積による案分比率により算出、まんのう町の負担分は約２００万円

とのことでありました。

以上、所管事務調査を行い、午後４時２０分に委員会を閉会しました。

以上で、建設経済常任委員会の委員長報告を終わります。以上です。 

これをもって、建設経済常任委員会の所管事務調査に関する委員長の報告を終わります。

ただ今の委員長報告に対する質疑はありませんか。

５番 本屋敷崇君。

何点か。あるかないかだけで結構ですので、お願いします。

まず、現地調査が２か所ほどありましたけども、それの現地調査ですから、近々の問題があってのことだと思いますが、それの

主たる目的をお願いしたいのと、あと何点か、これはなかなか、執行部の方から資料いただいてるかどうかだけで結構です。

プレミアム商品券を発行することによる町内商工業下の商業に対する効果の報告、もう３年目、４年目になりますかね、になる

効果の報告があったのかどうか。

あと、建経の方ですから投資的経費が多いんですけれども、終了している投資的経費の効果、投資効果の説明っていうものを受

けたことがあるのかどうか。

あとですね、３月予算の方に入りますけれども、優先順位を示した資料を提示していただいたことがあるかどうかの３点、よろ

しくお願いします。

 １０番 藤田昌大君。

質問を受けましたけれども、投資効果については全て報告はありません。やったことだけのですね、プレミアム商品券なり、全

てそうであります。

現地調査の目的はですね、現地を知らない部分が多いこともありますし、特に羽間の駐車場についてはですね、日常的に障害者

駐車場へ健常者が停めていると、その状況をですね、ぜひ知っていただいて、町として恥ずかしくない対応をしなければならない

といった立場でさしてもらいました。それとあとの中山間地区のですね、整備事業についての町道拡張事業でありますけれども、

そういった部分が、委員が全然分からない部分が多かったんではいけませんので、建設経済常任委員会として調査できる範囲を全

部やらしていただきました。

優先順位も別に報告はされておりませんので、私たちの委員からもそういう部分は出されませんでしたけれども、今後のですね、
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部分についてはやっぱり新年度予算の部分もですね、はっきりさせなければならないなということではしてます。特に、紐付きの

予算が非常に建経の場合多いんでありまして、そういった部分からですね、どう町民のニーズにあった工事をしていくかというの

が重要な部分だと思いますので、今後ですね、そういった議論を建経の方で深めていきたいと思いますので、以上、答弁としてお

きます。以上です。

他に質疑はございませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終了いたします。

ここで、議場の時計で１３時００分まで休憩といたします。                 （休憩 午前１１時４５分）

それでは、休憩を戻しまして会議を再開いたします。                    （再開 午後 １時００分）

日程第７ 所管事務調査の委員長報告の件を議題といたします。

 総務常任委員会の所管事務調査について委員長の報告を求めます。

総務常任委員長 川原茂行君。

総務常任委員会の委員長報告を行います。

去る２月２０日、午前９時３０分より、第１委員会室におきまして、委員全員出席し、議長同席のもと、執行部より、副町長、

所管課長全員の出席により総務常任委員会を公開にて開催いたしました。議題につきましては、所管事務調査について、その他で

あります。

副町長挨拶の後、所管事務調査にはいり、総務課長より、町内各地での交通安全キャンペーン、消防団活動、選挙人名簿登録者

数等の報告がありました。

火災に関しては１１月から１月末で３件発生し、うち建物火災が２件とのことでありました。救急出動状況については１１月か

ら１月末で２７６件の出動、交通事故発生状況については物損事故が１１４件、人身事故が４９件発生し、そのうち残念ながら死

亡事故が２件とのことでした。

また、平成２３年中のまんのう町の交通情勢について、交通事故等の発生状況等についての報告がありました。

委員より、消防団の操法大会について開催を検討するよう要望がありました。

委員より、災害用備蓄品の管理規則についての質疑があり、執行部より、備蓄品は現在揃えているところであり、施設に収まっ
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た段階で賞味期限が近いものは、地域の防災訓練等に利用し、新しいものを補充するとの内規を作成するとのことでありました。

委員より、防火水槽の開閉の鍵が数種類あるとのことについての質疑があり、執行部より、鍵が数種類あるのは緊急時に問題に

なるので、今後、設置する防火水槽についてはメーカーが変わっても開閉する鍵はできる限り同一にしたいとのことでありました。

委員より、交通死亡事故防止看板の設置ついての質疑があり、執行部より、警察、道路管理者である土木事務所と事故現場立会

時に交通事故抑止策としての看板等の設置依頼を行っており、現在、設置されていない場所については改めて設置を求めて行きた

い。また、設置されない場合は理由を確認するとのことでありました。

委員より、集中豪雨等で被害が想定されるため池の照明設備設置ついての質疑があり、執行部より、池の耐震診断を実施しなが

ら、担当課と協議して、ため池の安全対策を考えていくとのことでありました。

次に、企画政策課長より、総合計画の実施計画、定住自立圏形成、国際交流、出資法人、琴南地区集落活性化推進事業、まんの

う町連合自治会、まんのう町地域公共交通協議会、地域公共交通対策事業進捗状況、あいあいタクシー、福祉タクシー券助成事業、

情報基盤整備事業、人権啓発事業、男女共同参画推進事業、長尾会館運営状況等の報告がありました。

中讃テレビの加入率は再送信を含め、２，５２９戸、４０．８％であり、一般家庭６，２００戸を対象としている。インターネ

ット３９．６％、光電話２９．８％との報告がありました。

また、委員より、総合計画の作成の担当課についての意見があり、執行部より、行政改革は１つの担当課では実施できない、企

画政策課の総合計画と総務課の事務事業評価、人材育成をリンクさせながら行政改革を推進していきたいと考えるとのことであろ

ました。

委員より、デマンドタクシーの利用改善についての質疑があり、執行部より、利用者のアンケート調査結果を分析し、次のステ

ップに移りたいとのことであります。

委員より、地域公共交通協議会の詳しい資料の提示の要望がありました。

次に、税務課長より、町税等のコンビニエンスストアにおける収納サービスの検討結果について、中讃広域情報センターの資料

により説明がありました。丸亀市は平成２４年度から全税目において実施するが、他の市町は実施しないという報告でありました。

 次に、琴南支所長より、琴南イベント協会実行委員会、身障協会琴南分会研修会、そば栽培体験事業、どきどきフェスタ、地区

連合自治会長会、琴南地区民生委員会、美合第１・２・３財産区正副議長会などの報告がありました。

次に、仲南支所長より、地区民協研修会、人権啓発、仲南地区自治会連合会、平成２２・２３年度福祉バスの自治会・病院・支

所別利用状況などの報告がありました。

福祉バスについては、平成２４年度からの利用の少ない仲南支所、病院の送迎を取りやめて、塩入温泉・仲南健康センターへ直
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行する運行経路の変更について説明がありました。

委員より、福祉関連を除く運行経路の変更については、更なる検討をお願いするとの意見でありました。

以上、所管事務調査を行い、午後０時３０分、委員会を閉会いたしました。

以上で、総務常任委員会の委員長報告を終わります。 

 これをもって、総務常任委員会の所管事務調査に関する委員長報告を終わります。

ただ今の委員長報告に対する質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終了いたします。

日程第８ 満濃中学校改築調査特別委員会の委員長報告の件を議題といたします。 

満濃中学校改築調査特別委員会の委員長の報告を求めます。 

満濃中学校改築調査特別委員会委員長 合田正夫君。 

それでは、満濃中学校改築調査特別委員会の委員長の報告を行います。 

去る１月１２日、午前９時３０分より、第１委員会室において、委員全員出席し、町長、副町長、教育長、総務課長、学校教育

課長、建設土地改良課長、満濃中学校改築対策室、議長同席のもと、公開にて事業の進捗状況について説明がありました。 

満濃中学校改築対策室より、前回の委員会での設計に関する確認事項である、体育館サブアリーナ東側の研修室と会議室の東側

に通路、廊下を設置し、学校図書館への生徒の動線、メインアリーナからの避難経路の確保と、教科教室型に移行した場合のホー

ムベース等、教科ごとのエリア分けの２点と、発注促進計画書、国庫補助金に関しての補正予算などについて説明がありました。

体育館サブアリーナ東側会議室の東側への通路、廊下の設置については、１０月当初に地域開放エリアと学校エリアとの区画分

けの検討の結果、諸室の配置が決まったが、その段階で、この検討もしていた。研修室と会議室が体育館の地域開放エリアと位置

づけされているので、体育館の運営の面で研修室と会議室について、どういったものが求められるかということも含めて協議をし

た。研修室と会議室はパーテンションで仕切られており、一体として大きい部屋にした方がイベント等に活用がしやすい面、また

東側から直接に外からの採光が得られ、換気も直接とれる環境の良い部屋にしたいという、体育館運営事業者からの要望があった。

通路を会議室の東側に設けても、生徒等の学校図書館への動線、２階のメインアリーナからの避難動線に大きな変わりはなく、現

在の諸室の配置がメリットが大きいとの理由で決定したとの説明がありました。 

教科教室型に移行した場合のエリア分けについては、前回ホームベースが２階の更衣室にあるのはどうかという質問内容でし
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合田満濃

中学校

改築調査

特別委員長

た。ホームベースを学年ごとのエリアに絞って考えていたので、更衣室がホームベースというエリア分けになった。しかしながら、

教科教室型を運営している時期であれば、全学年が一体となって運用されているので、各学年の動線が交差する状態となっており、

ホームベースが学年ごとに分かれていなくてもいいのではないかという発想のもと、北側にホームベースを２か所設けて、その間

を英語教科エリアとすることで南側の音楽、社会、数学、理科のエリア分けができる計画になっているとの説明がありました。 

発注促進計画書については、工事に着手する１か月前までの提出となっているが、現在は提出されていない。２月中旬には造成

工事にかかるということで、昨日確認をしたところ、１２月２０日にまんのう町建設業協会から紹介があった３業者に見積依頼を

した。今日には見積書の提出があるとのことで、その後、見積もり金額等の査定、施工実績、施工能力を総合的に判断して実際に

下請けに出す業者を決定するとの報告があった旨、説明がありました。 

国庫補助金については、２３年度の３次補正で満中改築全体に対する補助金申請を実施した方が補助金の充当が確実であること

から、補助金申請を実施したところ、年末に交付の内定があったので、３月議会に施設整備費に該当する約３０億３，０００万円

を補正で予算の計上をし、全額２４年度に繰越をするとの説明がありました。 

委員より、モニタリングのベースになる基本設計についての質疑があり、執行部より、提案時の図面から契約時の図面は契約後

の協議軽減のため変更している。ＰＦＩ手法は契約後の提案変更が難しいので、それを解消するために提案時から契約時までに、

ある程度の大まかな変更を行い、契約時の設計がモニタリングのベースになるとのことでした。 

委員より、設計変更に伴う運営費、維持管理費の検証についての質疑があり、執行部より、業務間にわたることのない変更、対

応をすると聞いており、業務間でお金が動くことがあれば大きな変更になるのでキャッシュフローの見直しが入ってくる。これは

融資をする銀行が監視をする役割があるため、モニタリングによる評価をしてもらうことも考えているとのことでした。 

委員より、２５年間のモニタリングの方法についての質疑があり、執行部より、ベースとなるのは契約時点での設計になる。協

議の過程の内容はベースからどのように変わったか細かく項目ごとに記録を残すコミッショニングプロセスという手法があり、今

回導入している。本町が要求する水準が維持されているかどうかに加え、後年度の維持管理費にどう影響するかまで含めて記載し

たコミッショニングプロセスを基に外部監査を実施するとのことでした。 

委員より、地元発注対策のチェック方法についての質疑があり、執行部より、工事費としての４億円と認識しているので、工事

に着手する１か月前までに提出される発注促進計画書を承認し、工事が終わって地元への発注金額が４億円に達しているかどうか

をモニタリングするとのことでした。 

委員より、国庫補助金の額についての質疑があり、執行部より、査定があるので、まだ確定はしていないが約７億１，５００万

円を予定しているとのことでした。 
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合田満濃

中学校

改築調査

特別委員長

大岡議長

去る１月３０日、午前９時３０分より、第１委員会室において、委員全員出席し、町長、副町長、教育長、総務課長、学校教育

課長、建設土地改良課長、満濃中学校改築対策室、議長同席のもと、公開にて事業の進捗状況について説明がありました。 

満濃中学校改築対策室より、発注促進計画書、設計・建設業務要求水準書等に対するコミッショニングプロセス、基本設計とし

ての図面について説明がありました。 

発注促進計画については、今回は本体工事の準備工という位置付けで、新たに用地を取得したところの擁壁、延長約２６０ｍの

工事を町内の清田建設に発注するとのことでした。 

施設計画については、実施設計で詳細を詰めていくので、変更があるとのことでした。 

委員より、発注促進計画で町内発注予定の４億円の工事概要についての質疑があり、執行部より、大成建設に、どの段階で、ど

のような形で提出できるか確認し報告するとのことでした。 

委員より、ランチルームの２階部分の通路についての質疑があり、執行部より、ほこりの問題については給食時は全校生徒が一

緒に食べるので問題はないと考えるが、手すり部分については防塵対策としてアクリル板等の設置を考えているとのことでした。

委員より、ランチルームの地域開放についての質疑があり、執行部より、最初のコンセプトをもとに講習会、ミニ上映会等がで

きるような設計をしているとのことでした。 

委員より、コミッショニングプロセスの内容についての質疑があり、執行部より、まだ事業者と内容について協議している段階

であり、個別外部監査の結果を反映させた内容に変更するとのことでした。 

委員より、現在校内にある樹木の移設についての質疑があり、執行部より、募集要項の公表前に記念樹や記念碑等で移設の必要

なものの確認を中学校に行った結果、樹木については東門にある３０周年記念の木が記念樹ということで残す計画であるが、それ

以外は処分する考えであるとのことでした。 

以上で、満濃中学校改築調査特別委員会の委員長報告を終わります。 

これをもって、満濃中学校改築調査特別委員会の委員長報告を終わります。 

ただ今の委員長報告に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終了いたします。

日程第９ 意見書第２号 国民健康保険に対する国庫負担の増額を求める意見書案（平成２３年１２月議会提出）を議題といた
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大岡議長

栗田町長

します。

これより、討論にはいります。

委員長報告が否決でありますので、原案に賛成の賛成討論から行います。

賛成討論は、ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論なしと認めます。

これをもって、討論を終了いたします。

これより、意見書第２号 国民健康保険に対する国庫負担の増額を求める意見書案（平成２３年１２月議会提出）案件を起立に

より採決いたします。

本案に対する委員長の報告は否決であります。

したがって原案について採決します。

意見書第２号 国民健康保険に対する国庫負担の増額を求める意見書案は原案のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求

めます。

（賛成者起立）

起立少数であります。

よって、意見書第２号 国民健康保険に対する国庫負担の増額を求める意見書案は否決されました。

日程第１０ 議案第１号 まんのう町手数料条例の一部改正についてを議題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。

町長 栗田隆義君。

それでは、ただ今上程されました議案第１号 まんのう町手数料条例の一部改正について御説明を申し上げます。

まんのう町手数料条例の徴収として、第３条で次に掲げるものは徴収しない、としている中で、改正前の第３条第３は、町長に

おいて手数料を納付することができないものと認めたとき、を改正後は、前各号に規定するもののほか、町長が特に必要と認めた

もの、とするものであります。

これは、今までの相手方の都合を容認することだけでなく、これも包含した上での町長の裁量権の範囲を広げたものであります

が、趣旨の第１条である、特定の者のためにする事務について徴収する手数料とも整合性は取れているものであります。

下段に改正前と改正後の一部変更箇所を抜き出して表示してございますので、ご確認ください。
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栗田町長

大岡議長

本屋敷議員

大岡議長

齋部総務

課  長

大岡議長

本屋敷議員

ご審議の上、ご議決賜りますようお願いいたします。

これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。 

５番 本屋敷崇君。 

当然、この文言に変わるということはですね、町長が特に必要と認めたものとすることが、今まではなかったのが、今後出てく

ることが可能性としてあるということだからこの文言に変えているということだと思いますが、それがどのようなものが仮定され

るのか。それが仮定されるものでない中で、この文言に変えると言うことは、執行権の乱用にもつながりますので、議会としては

賛成し難いということにはなりますが、そのあたりの見解をお聞かせください。 

総務課長 齋部正典君。 

本屋敷議員さんのご質問にお答えをいたします。 

今回、条例改正をお願いすることになりました要因といたしまして、昨年、まんのう町は大変、交通死亡事故が多ございまして、

そういうことに対しましての交通安全施策を充実したいということがあります。そういう中で、新年度において計画を今現在して

おります、交通安全施策の一環としてでございますが、県下でもやってるとこあるわけですけど、運転免許証返納制度というもの

を検討していきたいというふうに考えております。そういう中で、個人の身分証明書の役割も果たしております、免許証を返納す

ることになりますと、その代替となるものとして保険証があるということではございますが、写真等の本人確認が十分でないとい

うこともございます。そういうことで、スムーズに免許返納、高齢者の方のですね、免許返納をスムーズにしていただいて、少し

でも交通事故を減らせることができればいいなというように考えておりまして、身分等の関係証明をする住民基本台帳カード、写

真付のカードがございます。これを返納者に無償で支給をすることで、運転免許証の返納を進めてですね、ひいては高齢者の交通

事故を少しでも減していきたいと言うことを考えているものでございます。以上です。よろしくお願い申し上げます。 

５番 本屋敷崇君。 

では、今の話を受けて、何点か質問させていただきます。 

運転免許返納制度というのはですね、市町村で作るものなのか。今現在運転免許の交付は県によります。その中で、返納を勧め

るということが市町村の制度なのか。更にはですね、この手数料の部分ですね、じゃあ、返納した人に限って手数料を免除すると

いうことになろうかと思いますが、そうなった場合にはですね、現在免許証を持たない方が新しく住基カードを取得しようとした

場合には今までどおり手数料がかかると、というのはですね、住民の税の公平性と言う部分から考えて問題はないのかどうか。本
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本屋敷議員

大岡議長

齋部総務

課  長

来、運転免許も自分の意思によってですね、お金を払い取得したものであり、それを返納することも個人の権利であると。その中

で、それを返納することにより、本来持ってなかった人がとる場合にはかかるものを返した人にだけ手数料をなくすというのは、

明らかに不公平感があるのではないかと。そういったことから考えてですね、これを新しく作るというのはどうなのか、更にはで

すね、これを条例改正をするというのであれば、その一部に限ってですね、特定するものであれば条例にそれを謳うべきであって

ですね、なんでもかんでも町長が認めたものを、手数料をなくすというような文言に変えるということは間違っていると思います

がどうでしょうか。 

総務課長 齋部正典君。 

本屋敷議員さんの再質問にお答えをいたします。 

確かに免許の許認可は県の公安委員会にございます。そういう中で、まんのう町においてはですね、高齢者、特に山間地域を抱

えております。目も耳も大変不自由になられた方々が、足がないがために車を使用している方がかなりいらっしゃるということを

お聞きしております。そういう方々が少しでも事故に遭わないようになっていただくということに主眼をおいて、まんのう町は御

存じのようにデマンドタクシーを２４年度、新年度からは本格運行を行うことでございますが、それと一緒に山間部においては路

線バスも一緒に走っております。そういうものをうまく活用していただいて、免許返納していただいて、住基カードもそうですが、

その返納したことによる、まだ検討中ではございますが、デマンドなんかにもですね、例えば期間を限定した無料で乗れる期間等

を決めですね、少しでもお年寄りの安全確保ができればというふうに考えております。返納した人に限って、要は免許を持たない

人じゃなくって、返納した人に限って、住基カードの無償がある。免許証を持たない方にはそういう制度がないというところに不

公平感があるのではないかと言うのはよくわかります。分かりますが、交通事故の撲滅なり、少しでも交通安全施策を推進する上

でひとつの方法として、こういう方法もあるのかなというふうに私どもは考えてございます。本人意思によって返納するとはなり

ますが、本人、なかなか足がなければですね、やはりきっかけ作りを行政側でしてあげるのもひとつの手段かなというふうに考え

ております。そういう形で進めていきたいなと考えております。 

また、条例改正をするにあたって適用範囲が広いのではないか、町長の具体的に特定をするべきではないのかというご質問だっ

たと思いますが、確かに大変いい御質問といいますか、大変参考になる御意見でございます。これらにつきましては、近隣市町、

また全国的なところでの条例の確認等もさしていただきましたが、確かに中にはこのような表現ではなく、ある程度固有の案件を

付けて、付しているのもございます。ただその後ろに、ただし、この限りでないというようなですね、また文章がついてですね、

結果的には広い範囲の適用する条例がほとんどでございます。それで、特化したものは見受けられなかったところもありまして、

まんのう町としては通常の条例の改正手法を取らしていただいて、今回条例改正を上げさしていただいております。できましたら、
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齋部総務

課  長

大岡議長

本屋敷議員

大岡議長

齋部総務

課  長

大岡議長

今回これを御議決いただきまして、免許返納制度を利用して、高齢者の足の確保と言いますか、安全施策への一歩としたいと考え

ておりますので、御理解、御協力の程よろしくお願い申し上げたらと思います。 

５番 本屋敷崇君。 

ちょっと１点、免許返納制度自体がですね、市町村が作るべきものなのかどうかという話が抜けてたので、それを再度お伺いす

るんですけれども、そのことから執行部としての意図は分かるんですよね。交通安全を図りたいと、それは良く分かるんです。し

かしながら、手数料条例としてもっていくのはおかしいのではないかという話ですよね。運転免許返納制度というものは、県にあ

ってですね、であればですね、県の方にこちらから働きかけをしてですね、手数料制度の第３条第２項にあるですね、国または地

方公共団体がその職務上必要とするために申請した時という場合に引っ掛けてですよ、免許返納制度した人は県の補助金としてそ

の５００円分は県が持ちますよというふうな部分であるなら分かるんですよ。しかし、これやったらですね、町民としての公平感

はないわけですよね。免許の許認可は町にはない。そのあたりから考えてここのね、条例をこの文言に変えることは、今後の運用

においても問題も生じるし、意図としては分かるんですけども、この条例をいらうべきではないんではないんかなと思うんです。

その運転免許返納制度っていうのがですね、町が作るべき制度なのかどうかっていうとこだけ、１点お願いします。 

総務課長 齋部正典君。 

本屋敷議員さんの再々質問にお答えします。 

免許返納制度というものが町が作る必要性がどの程度あるのか。確かに免許の許認可は県であってですね、県の方でこの方に高

齢者であってもですね、免許を渡しているというのは、この方、運転するまだ能力があるということで免許を渡しております。そ

ういう中で、まんのう町はそれを更に一歩踏み込んでですね、やはり、より一層交通安全にやっぱり努めるために、施策を進める

ためにですね、やはりお年寄りの方にですね、免許もう返してもいいよというようなきっかけ作りができればいいかなというふう

に考えております。そう言う中で、免許を返納すればデマンドを呼んでいただいて、病院なり、買い物なりに行っていただく、ま

た、琴参バス等を利用していただいて、まんのう町内の脆弱なインフラでございますが、交通網をですね、活用していただくこと

で、変な言い方になりますが、デマンドの方への乗車率も上げたいとかですね、少しでもそういうふうなコミュニケーションの輪

を広げて行きたいというふうに考えております。よろしくお願い申し上げます。

他に質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

これをもって、質疑を終了いたします。

お諮りいたします。
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大岡議長

本屋敷議員

大岡議長

川原議員

大岡議長

 ただ今議題となっております、議案第１号は会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

 （「異議あり」の声あり）

異議がありましたので、これより委員会付託省略の件を起立により採決いたします。

議案第１号について、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数であります。

 よって、議案第１号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。

 これより討論にはいります。

 討論はありませんか。

５番 本屋敷崇君。 

 本意ではありますが、賛成討論させていただきたいと思います。本来ならば、付託して議論をしたいところではありますが、今、

先ほど質疑の中にもありましたようにですね、執行部としての意図はよく分かる。それはよく分かります。しかしながらですね、

手数条例をこの文言語句に変えること自体はもう少し考える、考慮すべきだと思います。それもありまして、今現在この段階にお

いて、この第１号に賛成するということはできない。その意見から反対とさせていただきます。

 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。

 １３番 川原茂行君。

 私はですね、先ほど総務課長の一例をあげての話だったと思います。他にもこれあるんじゃないかなと思っておりますが、この

点については原案のとおりいくのが妥当であると、賛成といたします。

 他に討論はありませんか。

 反対討論ですか。

（いやいや違う、違う。賛成討論がおかしいと、ちょっとこうな、適正でないような意見があったきん。）

 これで、討論を打ち切ります。

 これをもって、討論を終了いたします。

 これより、議案第１号 まんのう町手数料条例の一部改正についてを起立により採決いたします。

 本案は原案のとおり決することに、賛成の諸君の起立を求めます。
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日程第 1１

大岡議長

栗田町長

大岡議長

（賛成者起立）

起立多数であります。

 よって、本案は原案のとおり可決されました。

日程第１１ 議案第２号 まんのう町防災会議条例の一部改正についてを議題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。

町長 栗田隆義君。

それでは、ただ今上程されました議案第２号 まんのう町防災会議条例の一部改正について御説明を申し上げます。

まんのう町防災会議条例の所掌事務における第２条３の条文中で、水防法の第３２条が水防計画であったのが、法律改正により

特定緊急水防活動が追加されたことから、条ずれが発生し、第３３条が水防計画となったものでございます。

下段に改正前と改正後の一部変更箇所を抜き出して表示してございますので、ご確認ください。

御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。

これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終了いたします。

お諮りいたします。

 ただ今議題となっております、議案第２号は会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

(「異議なし」の声あり)  
質疑なしと認めます。

 よって、議案第２号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。

 これより討論にはいります。

 討論はありませんか。

 （「なし」の声あり）
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日程第 1２

大岡議長

栗田町長

大岡議長

本屋敷議員

大岡議長

 討論なしと認めます。

 これをもって、討論を終了いたします。

これより、議案第２号 まんのう町防災会議条例の一部改正についての件を採決いたします。

 本案は原案のとおり決することに、御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

 よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第１２ 議案第３号 まんのう町デマンドタクシー条例の制定についてを議題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。

町長 栗田隆義君。

ただ今上程されました議案第３号 まんのう町デマンドタクシー条例の制定については、平成２１年３月に作成されました、ま

んのう町地域公共交通総合連携計画に基づき、国土交通省所管、地域公共交通活性化再生総合事業による補助を受け、まんのう町

地域公共交通協議会が平成２１年１１月より、あいあいタクシーの愛称で実証運行を開始しましたデマンドタクシーについて、国

の補助による実証運行が本年度末で終了することから、引き続き町が事業主体となり、本格稼動を実施するため、条例を整備する

ものでございます。

御審議の上、御議決賜りますようお願い申しあげます。

これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。

 これより質疑にはいります。

本議案は、委員会付託を予定しておりますので、質疑はあくまでも総括的、大綱的な質疑に留めていただきたいと思います。

質疑はありませんか。

５番 本屋敷崇君。

質問という中でですけども、第２条にはですね、運行方法は別に定めるということがあるんであれば、施行規則の方が当然ある

んだろうと思うんですけども、当然、委員会の方で審議する場合においては、施行規則の方も出していただきたいと思いますし、

委員会だけでなくですね、他の議員さんにも施行規則というのは当然出していただいて、本来施行規則にのせるべきではなく、条

例にのせるべきものも審議をせないかんので、そのあたりをよろしくお願いします。

企画政策課長 川田正広君。
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日程第 1３

川田企画

政策課長

大岡議長

栗田町長

大岡議長

ただ今の本屋敷議員さんの御質問にお答えいたします。

まんのう町デマンドタクシー条例の施行規則を予定してございます。これにつきましては、条例で別に定めるもの、規則で定め

るものということで規定してございますので、それにつきまして規定することといたしております。特に、運行方法につきまして

は、御指摘のとおり、満濃地区、仲南地区、琴南地区、それぞれ運行を行っております関係から規則で詳細を定めたいと。また、

その以下要綱、運行ルールを定めて運行を続けていきたいと考えておりますので、御理解よろしくお願いいたします。

失礼しました。総務常任委員会におきましては、規則案もお示しいたします。あと、要綱等につきましては詳細がございますの

で、また全体的にまとまった段階でお知らせしたらと思います。以上でございます。

他に質疑はございませんか。

（「なし」の声あり）

これをもって、質疑を終了いたします。

 ただ今議題となっております、議案第３号は総務常任委員会に付託いたします。

日程第１３ 議案第４号 まんのう町税条例の一部改正についてを議題といたします。 

提出者から、提案理由の説明を求めます。

町長 栗田隆義君。

それでは、ただ今上程されました議案第４号 まんのう町税条例の一部改正について、提案理由の説明をさせていただきます。

本税条例の改正理由として、地方自治法の一部改正に伴い、それに関連する所要の改正を行うものでございます。まんのう町税

条例第５４条第６項に記載されている地方開発事業団が廃止されたことに伴う文言整理として、地方開発事業団の削除をするもの

でございます。

御議決賜わりますよう、よろしくお願いをいたします。

これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終了いたします。

お諮りいたします。
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日程第 1４

大岡議長

栗田町長

 ただ今議題となっております、議案第４号は会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

(「異議なし」の声あり)  
質疑なしと認めます。

 よって、議案第４号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。

 これより討論にはいります。

 討論はありませんか。

 （「なし」の声あり）

 討論なしと認めます。

 これをもって、討論を終了いたします。

 これより、議案第４号 まんのう町税条例の一部改正についての件を採決いたします。

 本案は原案のとおり決することに、御異議ありませんか。

（「なし」の声あり）

異議なしと認めます。

 よって、本案は原案のとおり可決されました。

日程第１４ 議案第５号 まんのう町介護保険条例の一部改正についてを議題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。

町長 栗田隆義君。

ただ今上程されました議案第５号 まんのう町介護保険条例の一部改正についての提案理由を御説明申し上げます。

まんのう町高齢者福祉・介護保険計画は、３年ごとに改定することになっており、その計画の中で介護サービスの需給の見通し

を立てます。まんのう町介護保険条例の一部改正は、同計画の策定委員会の協議に基づくものであり、平成２４年度から平成２６

年度の介護保険料を規定しようとするものでございます。

今年度までは、６段階に特例運用を盛り込み、実質７段階で運用していたのを、今回の改正により、例規上で公式に７段階の運

用を図るものでございます。市町村税非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額及び前年中の収

入金額の合計額が８０万円以下であり、かつ、前号のいずれにも該当しない者という区分を第３段階と第４段階の間に挿入して、

穏当な段階区分にします。
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栗田町長

大岡議長

田岡議員

大岡議長

竹林福祉

保険課長

大岡議長

谷森副議長

大岡議長

竹林課長

議員各位には、慎重な御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。

これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。

 これより質疑にはいります。

本議案は、委員会付託を予定しておりますので、質疑はあくまでも総括的、大綱的な質疑に留めていただきたいと思います。

質疑はありませんか。

２番 田岡秀俊君。

委員会付託ということですので、そちらの方で詳しくは話ししていただきたいとは思いますが、この第４号追加される、追加と

いうか新設される４号ですけれども、これを追加することによって、今までどういう不都合があって都合するのか、それに該当す

る人はどういう方なのかという点と、普通であれば上位法である介護保険法施行令の変更があっての追加かなというふうなことは

思ったんですけれども、よく見るとそれが、それに該当する部分は見当たりません。そのあたりを少し聞かしていただけたらと思

います。

福祉保険課長 竹林昌秀君。

保険料の課税区分を追加することについて、田岡議員さんの御質問にお答えさせていただきます。

これはですね、実は特例運用で実質このようにやっておりました。例規上明らかにするためであってですね、実質段階区分は変

わりはございません。そして、この介護保険制度は市町村の地方分権時代の制度設計でして、この保険料算定の区分とかは、各市

町村で大きく変わります。私どものところは７段階ですけれども、十何段階という例も県内にはございます。以上でございます。

他に質疑は。

１５番 谷森哲雄君。

私、この介護保険には最初から非常に大きな疑問を持っとるわけでありますが、その疑問と申しますのは、例えば考えた場合に

８０歳あるいは８５歳以上になって、寝たきりの状況であっても、例えばこの第２条の４号ですか、これから見てでも、全然、無

収入、年金はいただっきょりますが、全然、寝たきりの状態であっても、その方が生命が存じとる間は最低の介護保険料はいただ

きますよと。こういうことになっておるのですが、この点は一応配慮していただきまして、考慮言うんですか、していただきまし

て、例えば８５歳以上とかで寝たきりの方の場合には特別的に免除いたしますとか、そういうようなことをぜひ考えていただきた

いんですが、委員会でも審議されると思いますが、この点について、課長の見解をお願いいたします。

福祉保険課長 竹林昌秀君。

極めて高い年齢の高齢者とか寝たきりの方へのご配慮、研究していただきたいという谷森副議長さんの御質問でございます。
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竹林福祉

保険課長

大岡議長

本屋敷議員

大岡議長

竹林福祉

保険課長

これは介護保険制度の根幹に関わることがあります。と申しますのは、介護保険料とありまして、税ではないんです。保険と言

いますのは、その恩恵を受ける人たちが等しくお金をかけあって、それを不幸な人に分配するという仕組みです。あくまで、税金

の投入とか、公費の投入というのはお助けであってですね、保険者同志が助け合う相互扶助の仕組みです。ということがありまし

て、恩恵にあずかる方全員が負担する、これが保険の制度だと、そのように御理解していただければと思います。御提言の趣旨は

誠にごもっともでですね、それが国保の根幹のところで私どもの手に及ぶとこなのかどうなのか、ちょっと研究の余地はあります。

示唆に富むご提言と受け止めさせていただきます。以上でございます。

５番 本屋敷崇君。

介護保険条例の一部改正について、これお配りしていただいておる第５期介護保険事業計画に則って作っていただいたものだと

は思うんですけれども、パラパラと目を通した中でですね、この介護保険料の変更が、前回に比べると少なかったっていうのは、

ええことだとは思うんですけれども、基金残高であるとかですね、そういったもんがちょっとないのとですね、あと積算根拠の中

にですね、介護保険事業計画の中で、見込みがありますよね。後ろの方に、今度隣にもうちの方に新しく施設ができるんですけど

も、その見込み数が実際入っておるのかどうかと。今現在の２３年度の実績値と比べてですね、２４年、２５年度の数字をパラパ

ラと見せていただいたんですけども、増えることにはなってないんですよね。どれを見てもですね。これは、目標値であって実際

から考えるとなかなか難しいんではないかと、その上からこの保険料算定しているのであれば、なかなか承認しがたい。そういう

ことにもなろうかと思いますが、そのあたりも含めですね、ここで詳しい話はええですけども、教育民生常任委員会の方ではお話

していただいて、それをご報告いただければと思います。

福祉保険課長 竹林昌秀君。

高齢者福祉、介護保険計画はですね、介護保険料を決める非常に重要な条例と連関するものでございまして、提出がですね、今

日になったこと、深くお詫び申し上げます。

政府のプログラムとか要綱もなかなか発表したあと修正があってですね、私どもも必至に督励して今日に間に合わしたわけであ

ります。その算定の根拠はもうこの全体が示しているとおりなんですけれども、御質問のところはですね、ちょっとこれ肝要です

ので、ページ、５３ページ、常任委員会でこれから御説明申し上げますが、もうこの１か所だけ、御説明させていただきます。

５３ページの居宅サービス、その中に特定施設入居者生活介護というのがあります。これが平成２４年度を８，０００万、８，

０８３万１千円としておって、平成２６年度を１億４，２７９万７千円とありますね。これが、今大きな物が建っておりますサー

ビス付き高齢者向け住宅、特定介護付きの有料老人ホームということでございます。これは、特別養護老人ホームとかと違ってで

すね、施設の居住部門については介護保険は適用になってなくて、介護を受けられる高齢者住宅と受け止めください。居宅の中に
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日程第 1５

竹林福祉

保険課長

大岡議長

栗田町長

大岡議長

出ております。これが、今年度の見込みが７千万円台でございまして、倍増するという見通しがこの施設の私どもに対する影響で

ございます。ただ、これは施設の関係者とか介護事業者との非常な調整があって、私どもも非常に苦労して、県とも相談してです

ね、ある意味では利害調整を行った上の数字でありまして、架空の数字を設けてる訳ではなくて、そのままやりますとですね、伸

び額が１億４，０００万ぐらい伸びるところを、７～８，０００万の、８，０００万弱ぐらいの伸びに抑える工夫をしたというこ

とでございます。

それが１点でございまして、介護保険料を低く抑えるという、条例の中は年額を出してございますが、算定は月額でやりまして

ですね、私どもは現在４，９６７円を月額平均で５，０６４円にいたして、９７円の上げ幅で、１．９％の上げで、議案提案段階

では香川県最下位、最低だと思います。４０％上げる市町村が２つあります。３０％上げるところが３つあります。２０％以上上

げるところが５つあります。１０％上げるところが２つあって、１桁台が３つで、私どものところは１桁台に収まっておるという

ことです。段階区分で申しますと、低い方から５０円上がる、５０円上がる、７５円上がる、１００円上がる、１２５円上がる、

１５０円上がる、この総計が９７円上がるという算定でございます。以上でございます。

これをもって、質疑を終了いたします。

 ただ今議題となっております、議案第５号は教育民生常任委員会に付託いたします。

日程第１５ 議案第６号 まんのう町営住宅条例の一部改正についてを議題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。

町長 栗田隆義君。

それでは、ただ今上程されました議案第６号 まんのう町営住宅条例の一部改正について、御説明申し上げます。

まんのう町営住宅条例の一部を公営住宅法の改正により、公営住宅法より削除された条項、激甚災害等で補助を受けて建替えた

公営住宅等の入居資格等を、まんのう町営住宅条例に加えるものでございます。

議案の表中、左に改正後と右に改正前の一部変更箇所を抜き出して表示してございますので、ご確認ください。

以上、御審議の上、御決定賜りますようお願いいたします。

これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。



39

日程第 1６

大岡議長

栗田町長

大岡議長

これをもって、質疑を終了いたします。

お諮りいたします。

 ただ今議題となっております、議案第６号は会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

(「異議なし」の声あり)  
質疑なしと認めます。

 よって、議案第６号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。

 これより討論にはいります。

 討論はありませんか。

 （「なし」の声あり）

 討論なしと認めます。

 これをもって、討論を終了いたします。

 これより、議案第６号 まんのう町営住宅条例の一部改正についての件を採決いたします。

 本案は原案のとおり決することに、御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

 よって、本案は原案のとおり可決されました。

日程第１６ 議案第７号 まんのう町事業分担金徴収条例等の一部改正についてを議題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。

町長 栗田隆義君。

それでは、ただ今上程されました議案第７号 まんのう町事業分担金徴収条例等の一部改正について、御説明申し上げます。

まんのう町事業分担金徴収条例の一部及びまんのう町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部を土地改良法第９６

条の４に第２項が追加となり、元の法第９６条の４に第１項が付された事により改正するものでございます。

議案の表中、左に改正後と右に改正前の一部変更箇所を２枚に分けて抜き出して表示してございますので、ご確認ください。

以上、御審議の上、御決定賜りますようよろしくお願いいたします。

これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。
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日程第 1７

大岡議長

栗田町長

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終了いたします。

お諮りいたします。

 ただ今議題となっております、議案第７号は会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

(「異議なし」の声あり)  
質疑なしと認めます。

 よって、議案第７号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。

 これより討論にはいります。

 討論はありませんか。

 （「なし」の声あり）

 討論なしと認めます。

 これをもって、討論を終了いたします。

これより、議案第７号 まんのう町事業分担金徴収条例等の一部改正についてを採決いたします。

 本案は原案のとおり決することに、御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

 よって、本案は原案のとおり可決されました。

 日程第１７ 議案第８号 まんのう町公民館条例の一部改正についてを議題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。

町長 栗田隆義君。

ただ今上程されました議案第８号 まんのう町公民館条例の一部改正について、御説明申し上げます。

この条例の改正は、平成２２年６月に閣議決定した地域主権戦略大綱に基づき、平成２３年８月に公布された地域の自主性及び
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栗田町長

大岡議長

本屋敷議員

大岡議長

田岡社会

教育課長

大岡議長

藤田議員

自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による社会教育法第３０条の改正により、同条に定め

られている公民館運営審議会の委員の委嘱の基準が市町村の条例に委任されることになったための改正でございます。

基準の設定に当たっては、文部科学省が定めた公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例に定めるに当たって参酌すべき基準

を定める省令に規定する基準を、まんのう町公民館条例第９条に追加するものでございます。

ご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。

これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。 

５番 本屋敷崇君。 

確認なんですけども、現在も公民館の審議会の委員さん、いらっしゃると思うんですけども、その方は今は委嘱されてるのはど

こからされとってですね、この条例が変わればですね、当然、教育委員会の委員長名によって委嘱されることになると思うんです

よね。今までの規程やったら、誰が委嘱するかっていうのは書いてなかったんですけども、これが入ることによってそういうふう

に変わると、ただそれだけでええんですかね。今後の運用がね、どういうふうになるんかなっていうのだけ聞かせてください。 

社会教育課長 田岡一道君。 

本屋敷議員さんの質問にお答えをいたします。 

これは、実際、内容として変更になるものではございません。国の法律自体で、これまでは、上位法に規定されていたものを下

位法である条例の方に規定しなさいというふうに改正になったと、一方で。その基準につきまして、市町村条例に定めることにな

りましたが、また他一方ではですね、文科省の省令、これを出されておりまして、その基準を参酌して条例を改正してくださいと

言うことは、その基準に則って改正してくださいということになっておりますので、内容としては全く同じものがただ単に町の条

例に載ったということでございますので、よろしくお願いをいたします。 

他に質疑はありませんか。 

１０番 藤田昌大君。 

運営審議会ですよね。多分、今、公民館にあるのは運営委員会いうのがあると思うんですが、それがこういう方向に変わるのか。

一番問題になるのはね、今、本屋敷議員が言いましたように誰が委嘱してどなになるんやという形式的なもんがありまして、こん

だけきちっとやられたら、かえってやりにくいとこがありまして、場合によっては運営委員会が、運営審議会がですね、指名をす

る時にどういう基準で、どなになるんやいうんがあるんです。特に、ある人がなった調子悪いいうとこ、非常にありましてですね、
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藤田議員

大岡議長

田岡社会

教育課長

大岡議長

藤田議員

大岡議長

田岡社会

教育課長

大岡議長

藤田議員

そういった部分をですね、どこがどなに判断してどうやるんかちょっとお示し願いたいと思います。それで、一切、会が止まって

いるとこありますんで、具体的にお願いします。 

社会教育課長 田岡一道君。 

藤田議員さんの御質問にお答えをいたします。 

町のですね、公民館運営審議委員という方は、社会教育委員兼務でございます。ということで、実際に任命されるのは、教育委

員会が任命するというふうになってございます。今、藤田議員さん、おっしゃられたのは恐らく地区の公民館の運営委員さんも考

えられていることと思いますが、地区の公民館の運営委員さんにつきましては、これはあくまでもその地域の中で任命をされるも

のでございますので、これにつきましては、教育委員会が任命するものではございません。ということで、また御理解をいただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

１０番 藤田昌大君。 

審議会そのものがですね、どういう基準なのか一番僕は問題やと思うんです。今、地方主権の中で、どこ見ても一緒な人が来と

るいう、会にですね、金太郎飴みたいに、老人会長、婦人会長、ほいほいできとんですよ。それをですね、されたら一番困るんで

すよ。そういう意識があるかないかだけ、ちょっとお聞きします。と言いますのは、青年会、各種団体の長が全部出てきて、その

ほんだら審議会はほんまになっりょんかいと。社会教育委員会のですね、そういうんが一番今問題になってるんですよ。そこをど

う良くしていくかいうんが、今からのポイントだろうと思うんですよ。そのへんちょっと、考え方をお聞きします。 

社会教育課長 田岡一道君。 

藤田議員さんの再質問にお答えをいたします。 

この公民館の運営審議委員、社会教育委員につきましては、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行

う者並びに学識経験者というふうになってございます。じゃあ、どういうような形で、教育委員会が任命をしているのかとなりま

すと、これにつきましては、合併後、地域の７つの公民館がございまして、その各公民館の方から選出をいただいて、それに基づ

きまして、教育委員会が任命しているというのが現実でございます。今、おっしゃられましたように、各団体の代表者、金太郎飴

のごとくというお話もございましたが、今後このあたりも合併後６年が経過いたしておりますので、検討しながら改正に向かって、

また、教育委員会の方でも取組を行ってまいりたいと思います。よろしくお願いをいたします。 

１０番 藤田昌大君。 

今、課長の答弁で、多分いけると思いますけれども、町長もですね、施政方針の中で前例踏襲主義からなるべく脱却しようとい

うことがあると思いますので、それを多分僕は信用してですね、すばらしい人選をしながら、各地域がですね、社会教育がこん中
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藤田議員

大岡議長

岡澤水道

課  長

で発展することを祈りまして、質疑を終わりたいと思います。以上です。 

ここで、議場の時計で１４時、あっすいません。 

他に質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり）

これをもって、質疑を終了いたします。

お諮りいたします。

 ただ今議題となっております、議案第８号は会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

(「異議なし」の声あり)  
質疑なしと認めます。

 よって、議案第８号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。

 これより討論にはいります。

 討論はありませんか。

 （「なし」の声あり）

 討論なしと認めます。

 これをもって、討論を終了いたします。

 これより、議案第８号 まんのう町公民館条例の一部改正についての件を採決いたします。

 本案は原案のとおり決することに、御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

 よって、本案は原案のとおり可決されました。

ここで、議場の時計で１４時２５分まで休憩いたします。                  （休憩 午後 ２時１３分）

再開前ではありますが、ここで水道課長より議案第９号についての発言がありますので、岡澤課長に発言を許可します。

失礼いたします。

まんのう町水道事業の余剰金の処分に関する条例の制定についての中の第１条につきまして、第１条の２行目にまんのう町水道
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日程第 1８

岡澤水道

課  長

大岡議長

栗田町長

大岡議長

本屋敷議員

大岡議長

岡澤水道

課  長

事業水道事業と、水道事業という言葉が２回出ておりますが、これをまんのう町水道事業におけるに、修正をお願いしたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。

休憩を戻して会議を再開いたします。                           （再開 午後 ２時２５分）

日程第１８ 議案第９号 まんのう町水道事業の剰余金の処分等に関する条例の制定についてを議題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。

町長 栗田隆義君。

それでは、ただ今上程されました議案第９号 まんのう町水道事業の剰余金の処分等に関する条例の制定についてを御説明を申

し上げます。

地域の自主性、自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による地域公営企業法の一部が改正

され、従来、同法等で全国一律に定められていました資本制度が見直され、地方公営企業がそれぞれの経営判断に基づき対応する

ことになりました。よって、条例を制定するものでございます。

御審議の上、御議決賜りますようお願いいたします。

これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。

 これより質疑にはいります。

本議案は、委員会付託を予定しておりますので、質疑はあくまでも総括的、大綱的な質疑に留めていただきたいと思います。

質疑はありませんか。

５番 本屋敷崇君。

企業公営企業法、同第３２条の第２項及びに変わっとんでしょうけど、そのあたりがどのようにか変わっとってですね、どのへ

んがうちの町にどういう場合にしてあてはまるのかだけお願いします。

水道課長 岡澤勉君。

本屋敷議員さんの御質問に対して御説明させていただきます。

従来、地方公営企業において生じた利益や資本的剰余金については、地方公営企業法によって、その処分方法が決められていま

した。そのため、地方主権一括法により、これは昨年の８月末に改正になったもんでございますが、地方公共団体の経営の自由度

を高めるために、地方公営企業法の第３２条が改正され、地方公営企業が毎事業年度に生じた利益及び資本剰余金の処分について

は条例の定めるところにより議会の議決を得なければならないことになりました。そのため、地方公営企業を経営する地方公共団

体はあらかじめ利益及び資本的剰余金の処分の基準を条例で定めるか、条例を制定せずにその都度議会の議決を得て処分するか、
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岡澤水道

課  長

大岡議長

岡澤水道

課  長

大岡議長

いずれか２つの選択をする必要がありました。利益の処分として、資本剰余金の処分をどちらかは条例で、今さっき言いましたよ

うに、条例で定めるか、もう一方については毎事業年度、議会の議決を得て処分するかということが可能でございます。そのため、

まんのう町としては条例を制定する方向を選択いたしました。今までの、まんのう町水道事業といたしましては、資本的剰余金を

処分すると言うことはなかったのでございます。ただ、旧の地方公営企業法第３２条の中で、剰余金を謳われておりますが、これ

につきましては、条文の中にもございますが、第３２条につきましては、地方公営企業はこれは従前のことでございますが、毎事

業年度利益を生じた場合において、毎事業年度から繰越した、前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもって

欠損金をうめ、その残額あるときは政令で定めるところにより、その残額の２０分の１を下らない金額を減債積立金、または利益

積立金として積み立てなければならない。それから２項で、毎事業年度生じた利益の処分は前項の規程による場合を除くほか、議

会の議決を得て定めなければならない。それから、第３項で、第１項の減債積立金は企業債の償還にあてる場合のほかは使用でき

ない。第４項で、第１項の利益積立金は欠損金を埋める場合は使用することはできない。５、毎事業年度に生じた資本剰余金はそ

の減債別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。６項、前項の資本剰余金は政令で定める場合を除くほ

かは処分することができないとなっておりましたが、新しく町の議決なり、議会の承認を得て処分することができるということに

なりましたので、ご説明させていただきます。以上、よろしくお願いします。

ここで、水道課長より議案第９号について発言の申し出がありますので、これを許可します。

水道課長 岡澤勉君。

大変申し訳ございません。さっきの訂正に続きまして、もう一行訂正がございましたので、訂正させていただきます。

第１条の中の２行目の第３２条の第２項及び第の規定に基づきとございますが、第２項で切っていただきまして、及び第までは

削除していただくのと、第３条の中の下から２行目、取得して資産でとございますが、取得した資産で、てをたに訂正させていた

だきますので、お願いします。

お諮りします。

ただ今訂正のありました字句について、訂正することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり」

それでは、字句の訂正について許可いたします。

他に質疑はございませんか

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。
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日程第 1９

日程第 20 

大岡議長

栗田町長

大岡議長

栗田町長

これをもって、質疑を終了いたします。

 ただ今議題となっております、議案第９号は建設経済常任委員会に付託いたします。

日程第１９ 議案第１０号 まんのう町定住自立圏形成協定の議決に関する条例の制定についてを議題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。

町長 栗田隆義君。

それでは、ただ今上程されました議案１０号 まんのう町定住自立圏形成協定の議決に関する条例の制定については、国の定住

自立圏推進要綱において、定住自立圏形成協定の締結、変更及び廃止する旨の通知にあたって、議会の議決が必要とされているこ

とから、地方自治法第９６条第２項の規定に基づき、当該協定の締結等を議会の議決事件とする旨の条例を制定するものでござい

ます。

御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。

これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。

 これより質疑にはいります。

本議案は、委員会付託を予定しておりますので、質疑はあくまでも総括的、大綱的な質疑に留めていただきたいと思います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終了いたします。

 ただ今議題となっております、議案第１０号は総務常任委員会に付託をいたします。

日程第２０ 議案第１１号 丸亀市との定住自立圏形成協定の締結についてを議題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。

町長 栗田隆義君。

ただ今上程されました議案第１１号 丸亀市との定住自立圏形成協定の締結については、国の定住自立圏構想推進要綱に基づ

き、本町と丸亀市との間において、定住自立圏の形成に関する協定を締結することについて、まんのう町定住自立圏形成協定の議

決に関する条例の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。

なお、丸亀市におきましては、善通寺市、琴平町及び多度津町との間で同様の締結が行われることとなっております。

御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
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日程第 21 

日程第 22 

大岡議長

栗田町長

大岡議長

これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。

 これより質疑にはいります。

本議案は、委員会付託を予定しておりますので、質疑はあくまでも総括的、大綱的な質疑に留めていただきたいと思います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終了いたします。

 ただ今議題となっております、議案第１１号は総務常任委員会に付託いたします。

日程第２１ 議案第１２号 塩入辺地に係る総合整備計画の変更についてを議題といたします。 

提出者から、提案理由の説明を求めます。

町長 栗田隆義君。

ただ今上程されました議案第１２号 塩入辺地に係る総合整備計画の変更については、平成２１年度に策定しました塩入辺地に

係る総合整備計画に、新たに林道塩入三野線舗装事業を追加するため、当該計画を変更しようとするものです。

なお、林道塩入三野線舗装事業は、平成２３年度から平成２６年度までの４か年において、総延長３，２３０ｍ、総事業費約５，

０００万円で実施するもので、辺地債１，７００万円を予定いたしております。

御審議の上、御議決賜りますようお願いいたします。

これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。

 これより質疑にはいります。

本議案は、委員会付託を予定しておりますので、質疑はあくまでも総括的、大綱的な質疑に留めていただきたいと思います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終了いたします。

 ただ今議題となっております、議案第１２号は総務常任委員会に付託いたします。

日程第２２ 議案第１３号 まんのう町道路線の認定についてを議題といたします。 

提出者から、提案理由の説明を求めます。



48

日程第 23 

大岡議長

栗田町長

大岡議長

栗田町長

大岡議長

栗田町長

町長 栗田隆義君。

ただ今上程されました議案第１３号 まんのう町道路線の認定についての提案理由を説明申し上げます。

次のとおり町道路線を認定したいので、道路法第８条第２項の規定により議会の議決を求めるものでございます。

路線名、町道寺の前２号線は、起点、長尾字寺の前１１８６番６地先から、終点、長尾字寺の前１１８７番１３地先までの延長

８２０m、幅員５．０mから８．０mの道路であります。この寺の前２号線につきましては、
町長さん、８２ｍらしい。訂正。

すみません。訂正させていただきます。

終点、長尾字寺の前１１８７番１３地先までの延長８２．０m、幅員５．０mから８．０mの道路であります。
この寺の前２号線につきましては、旧県道長尾丸亀線の一部を香川県からまんのう町への移管による認定でございます。

路線名、町道帆山本目支線につきましては、起点、後山字桶向１１９番５３地先から終点、七箇字中山７６１番２地先までの延

長７３３．０m、幅員７．０mから１１．５mの道路であります。この帆山本目支線は、平成２１年度からの道路改良工事完了に
伴う認定でございます。

位置、場所については、図面を添付しておりますので参照いただきたいと思います。

以上、御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。

これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。

 これより質疑にはいります。

本議案は、委員会付託を予定しておりますので、質疑はあくまでも総括的、大綱的な質疑に留めていただきたいと思います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終了いたします。

 ただ今議題となっております、議案第１３号は建設経済常任委員会に付託いたします。

日程第２３ 議案第１４号 字の区域の変更についてを議題といたします。        

提出者から、提案理由の説明を求めます。

町長 栗田隆義君。

それでは、ただ今上程されました議案第１４号 字の区域の変更についての提案理由を説明申し上げます。
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日程第 24 

栗田町長

大岡議長

栗田町長

字の区域の変更については、地方自治法第２６０条第１項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

別紙、字界変更調書をご覧いただきたいと思います。

まんのう町吉野字下高屋原に編入する区域として、吉野字上高屋原３４２２の２、３４２３の１、３４２５の１の一部、３４５

９の３の一部、３４５９の１５の一部及び吉野字大分股４２８４の１の一部、４２８５の１６、４２８５の２２を、吉野字下高屋

原に編入するものでございます。

この字の区域の変更を必要とした理由といたしましては、土地改良法第８５条第１項の規定による仲多度郡まんのう町吉野地区

の非補助土地改良事業を施工したことに伴い、従来の字界が原形をとどめなくなったため、新字界を定めるものであります。

位置、場所については、図面を添付しておりますので参照いただきたいと思います。

御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。

これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。

 これより質疑にはいります。

本議案は、委員会付託を予定しておりますので、質疑はあくまでも総括的、大綱的な質疑に留めていただきたいと思います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終了いたします。

 ただ今議題となっております、議案第１４号は建設経済常任委員会に付託をいたします。

日程第２４ 議案第１５号 平成２３年度まんのう町一般会計補正予算案第５号を議題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。

町長 栗田隆義君。

ただ今上程されました議案第１５号 平成２３年度まんのう町一般会計補正予算案第５号について、御説明申し上げます。

１ページをお開きください。

第１条で歳入歳出それぞれ２９億８，８８９万７千円を追加し、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ１２３億３，１２２万４千

円とするものでございます。第２条では平成２３年度から平成２４年度へ繰越を行なう事業について執行できる経費の上限を定め

るものでございます。第３条は、地方債の補正を行うものでございます。

３ページをお開きください。
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栗田町長 歳入予算補正の主なものといたしまして、まず、第１２款 分担金及び負担金１，３４６万円の減額、これは主に農地災害復旧

費分担金と急傾斜地崩壊防止対策事業分担金でございます。

第１４款 国庫支出金７億７８６万１千円の増額は、主に国の３次補正に伴う満濃南小学校耐震改修等整備事業補助金と満濃中

学校改築等ＰＦＩ関連事業補助金等でございます。

第１５款 県支出金１，６９５万８千円の減額、主に子ども手当負担金、重度心身障害者医療費補助金、中讃圏域健康生きがい

中核事業補助金、単独県費補助土地改良事業補助金及び造林事業補助金等でございます。

第１８款 繰入金８，６００万円の減額は、財政調整基金繰入金及び琴南・仲南地区特定施設に関する基金繰入金でございます。

第２０款 諸収入６７１万５千円の減額は、主にコミュニティ助成金及び香川県市町村振興協会市町交付金の額の確定による補

正でございます。

第２１款の町債２０億５，６７９万円の増額は、満濃中学校改築ＰＦＩ事業等に係る緊急防災・減債事業や合併特例債のほか、

過疎対策事業債や災害復旧事業債など、各事業ごとに事業費にあわせてそれぞれ補正しているものでございます。

続きまして、歳出補正予算のご説明を申し上げます。

4ページをお開きください。
第１款 議会費では旅費の補正により１５０万円の減。

第２款 総務費では３，０１１万７千円の減額。主なものといたしまして第１項 第５目 財産管理費で５６９万８千円、第７目

自治振興費で町集会場建設事業補助金４６０万円、地方生活バス維持補助金や高校生通学バス補助金で６４８万８千円、第１５目

支所及び出張所費でマイクロバス運行事業費１１７万１千円、第５項 統計調査費 第２目 受託統計調査費で１５３万円、それぞ

れ減額を計上いたしております。

第３款 民生費は６，５０９万９千円の減額。主なものといたしまして、第１項 社会福祉費では老人福祉施設入所措置事務委託

料１，２３４万９千円、第２項 児童福祉費では子ども手当給付費４，７００万円をそれぞれ減額しております。

第４款 衛生費は２，８９７万６千円の減額。主なものといたしまして、第１項 第１目 保健衛生総務費 妊婦健康診査業務委託

料で３００万円、浄化槽整備推進事業特別会計繰出金で７６０万円それぞれ減額、第４目 環境衛生費で合併処理浄化槽設置事業

補助金４４７万５千円の減額、第２項 清掃費 第２目 塵芥処理費で塵芥処理に係る消耗品について１２０万円の減額となってお

ります。

第５款 労働費は８６万円の減額で、緊急雇用創出事業における賃金等の補正でございます。

第６款 農林水産業費は３，４１８万３千円の減額で、主なものとして、第１項 第５目 農地費で単独県費補助土地改良事業工
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栗田町長

大岡議長

事費６００万円、県営事業負担金８００万円それぞれ減額、第２項 林業費において造林事業委託料３８６万４千円、施業図測量

業務委託料１０６万７千円を減額しております。

第７款 商工費は２０８万６千円の減額で、商品券購入補助金の補正等でございます。

第８款 土木費は８６１万６千円の減額。主なものといたしまして、第３項 河川費 第４目 急傾斜地崩壊防止対策費の工事費５

４５万円等を減額するものでございます。

第９款 消防費は４２７万５千円の減額。主なものといたしまして、第１項 第１目 常備消防費で仲多度南部消防組合負担金の

確定により１６７万５千円の減額、第３目 防災対策費において、防災活動に係る委託料１６０万７千円を減額しております。

第１０款 教育費は３０億７，８１６万円の増額。主なものといたしまして、第２項 第３目 学校建設費では、国の３次補正予

算に伴うものとして、満濃南小学校耐震改修工事における監理委託料と工事請負費で８，３００万円の新規計上、第３項 第３目

学校建設費でこれも国の３次補正予算に伴うものとして、ＰＦＩ方式による満濃中学校施設整備事業で公有財産購入費として３０

億３，０００万円を増額計上しました。

第１１款 災害復旧費では、農林災害復旧費において６７０万３千円の減額、公共土木災害復旧費において３２３万円の増額を

それぞれ計上いたしております。

第１３款 諸支出金は財政調整基金積立金として９，６７７万６千円の増額計上いたしております。

７ページをお開きください。

第２表として、次年度への繰越明許費を事業名を付して記載していますので、お目通しください。

９ページをお開きください。

第３表では、地方債の補正として追加と変更を記載いたしております。

以上をもって、平成２３年度まんのう町一般会計補正予算案第５号の概要説明とさせていただきますので、御審議くださいます

よう、よろしくお願いいたします。

これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。

 これより質疑にはいります。

本議案は、委員会付託を予定しておりますので、質疑はあくまでも総括的、大綱的な質疑に留めていただきたいと思います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。
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日程第 25 

大岡議長

栗田町長

大岡議長

これをもって、質疑を終了いたします。

 ただ今議題となっております、議案第１５号は総務常任委員会に付託いたします。

日程第２５ 議案第１６号 平成２３年度まんのう町国民健康保険特別会計補正予算案第４号を議題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。

町長 栗田隆義君。

ただ今上程されました議案第１６号 平成２３年度まんのう町国民健康保健特別会計補正予算案第４号につきまして、御説明申

し上げます。

４９ページをお開きください。

第１条第１項では、事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，１５９万６千円を追加し、歳入歳出の総額を歳入歳

出それぞれ２４億４，２１９万７千円とするものでございます。

５５ページをお開きください。

事業勘定の主なものといたしまして、歳入では第３款 国庫支出金 第１目 国庫負担金３，４５０万１千円の減額は、主に療養

給付費負担金及び高額療養費共同事業負担金の額の確定によるものでございます。第２目 国庫補助金は財政調整交付金６２９万

７千円減額、第６款 県支出金 第１項 県負担金は高額医療費共同事業負担金１６７万８千円の減額、第８款 共同事業交付金 第

１項 共同事業交付金の高額医療費共同事業交付金、保険財政共同安定化事業交付金で額の確定により１，０２１万６千円の増額、

第１１款 繰越金では償還金充当分として４，５４６万５千円の増額でございます。

５６ページをお開きください。

歳出では、主に第２款 保険給付費 第１項 療養諸費で退職被保険者療養給付費１，８５１万６千円の増額、第２項 高額療養費

１７７万７千円の増額、第７款 共同事業拠出金で３，４８４万４千円の減額、第１１款 諸支出金 第１項 償還金は前年度分の精

算による補助金等償還金の追加として２，７４３万９千円の増額となっております。

以上をもって概要説明とさせていただきますので、御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。

これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。

 これより質疑にはいります。

本議案は、委員会付託を予定しておりますので、質疑はあくまでも総括的、大綱的な質疑に留めていただきたいと思います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）
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日程第 26 

大岡議長

栗田町長

大岡議長

質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終了いたします。

ただ今議題となっております、議案第１６号は教育民生常任委員会に付託いたします。

日程第２６ 議案第１７号 平成２３年度まんのう町後期高齢者医療特別会計補正予算案第１号を議題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。

町長 栗田隆義君。

ただ今上程されました議案第１７号 平成２３年度まんのう町後期高齢者医療特別会計補正予算案第１号につきまして、御説明

申し上げます。

５９ページをお開きください。

第１条では、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１００万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億５，２

３０万円とするものでございます。

６５ページをお開きください。

歳入の主なものといたしまして、第４款 繰入金 第１項 一般会計繰入金で１０４万９千円の減額、第５款 繰越金で補正財源の

増額により２０４万９千円の増額補正となっております。

６６ページをお開きください。

歳出では、第２款 後期高齢者医療広域連合納付金において、後期高齢者医療連合負担金の増額による１００万円の増額でござ

います。

以上をもって概要説明とさせていただきますので、御審議の上、御議決賜りますようお願いいたします。

これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。

 これより質疑にはいります。

本議案は、委員会付託を予定しておりますので、質疑はあくまでも総括的、大綱的な質疑に留めていただきたいと思います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終了いたします。

ただ今議題となっております、議案第１７号は教育民生常任委員会に付託いたします。
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日程第 27 大岡議長

栗田町長

大岡議長

日程第２７ 議案第１８号 平成２３年度まんのう町介護保険特別会計補正予算案第２号を議題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。

町長 栗田隆義君。

それでは、ただ今上程されました議案第１８号 平成２３年度まんのう町介護保険特別会計補正予算案第２号につきまして、御

説明申し上げます。

６７ページをお開きください。

第１条では、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，９１３万９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２

１億５，６５６万５千円とするものでございます。

７５ページをお開きください。

歳入の主なものといたしまして、第４款 国庫支出金で９１６万円の増額、第５款 支払基金交付金 第１項 第１目 介護給付費

交付金で現年度分１，３７１万円の増額、第６款 県支出金で４０５万９千円の増額、第９款 繰入金 第１項 一般会計繰入金で１，

３５１万９千円の増額となっております。

７７ページをお開きください。

歳出の主なものといたしまして、第１款 総務費 第１項 総務管理費で１４７万円の介護報酬積算システム改修業務委託料の増

額、第２款 保険給付費 第１項 介護サービス等諸費 第１目 居宅介護サービス給付費で居宅介護サービス給付費３，５００万円

の増額、第２目 施設介護サービス給付費で施設介護サービス給付費負担金１，０００万円の増額、第２項 支援サービス等諸費 第

１目 介護予防サービス給付費で給付費負担金５００万円の減額、第６目 介護予防住宅改修費で介護予防住宅改修費２５０万円の

増額、第５款 地域支援事業費 第２項 包括的支援事業・任意事業費 第５目 任意事業費で、在宅寝たきり老人介護福祉手当３６

０万円の減額を計上いたしております。

以上をもって概要説明とさせていただきますので、御審議の上、御議決賜りますようお願いいたします。

これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。

 これより質疑にはいります。

本議案は、委員会付託を予定しておりますので、質疑はあくまでも総括的、大綱的な質疑に留めていただきたいと思います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。
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日程第 28 

大岡議長

栗田町長

大岡議長

本屋敷議員

大岡議長

髙尾建設土

地改良課長

これをもって、質疑を終了いたします。

 ただ今議題となっております、議案第１８号は教育民生常任委員会に付託いたします。

日程第２８ 議案第１９号 平成２３年度まんのう町下水道特別会計補正予算案第１号を議題といたします。  

提出者から、提案理由の説明を求めます。

町長 栗田隆義君。

ただ今上程されました議案第１９号 平成２３年度まんのう町下水道特別会計補正予算案第１号につきまして、御説明を申し上

げます。

８１ページをお開きください。

第１条では翌年度へ繰り越して使用することができる経費について繰越明許費に定めるものでございます。

８３ページをお開きください。

第１表の繰越明許費で中讃流域下水道建設負担金として３２０万円としています。

以上をもって概要説明とさせていただきますので、御審議の上、御議決賜りますようお願いいたします。

これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。

 これより質疑にはいります。

本議案は、委員会付託を予定しておりますので、質疑はあくまでも総括的、大綱的な質疑に留めていただきたいと思います。

質疑はありませんか。

５番 本屋敷崇君。

１点質問なんですが、先ほどの所信表明演説の中に町長の方からのお話もありましたけれども、昨年度に発覚したですね、未納

金がありますけども、それの金額がですね、だいたい前回聞いた時には分からんかったものが、分かったというようなお話があっ

たんですけども、会計処理上ではどうなるんかなと。今年度予算にはのせるのか、のせるんやったら、今回補正せないかんでしょ

うし、新年度予算の方になるのかとか、そのへんがちょっと。これから５年間いただけなかった場合には、未納金、未収納金にな

っていったりするわけですけれども、そのへんがどうなるのか、ちょっと、そのへんだけ教えていただけたらありがたいなと思い

ます。

建設土地改良課長 髙尾昭弘君。

本屋敷議員さんの、現在皆さんに大変ご迷惑をかけておる分の過年度の賦課漏れの収入の関係でありますけど、これについては

当年度予算で、過年度部分の歳入の枠を持ってますんで、そこの方へ過年度分として今年入れさせていただいて、来年度は来年度
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日程第 29 

髙尾課長

大岡議長

栗田町長

大岡議長

分としてですね、滞納繰越分という形で過年度収入として処理さしていただきたいと思います。よろしくお願いします。

他に質疑はございませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終了いたします。

 ただ今議題となっております、議案第１９号は建設経済常任委員会に付託いたします。

日程第２９ 議案第２０号 平成２３年度まんのう町浄化槽整備推進事業特別会計補正予算案第１号を議題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。

町長 栗田隆義君。

ただ今上程されました議案第２０号 平成２３年度まんのう町浄化槽整備推進事業特別会計補正予算案第１号につきまして、御

説明申し上げます。

８３ページをお開きください。

第１条では、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７６０万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５，６０

０万円とするものでございます。

９１ページをお開きください。

歳入といたしまして、第５款 繰入金 第１項 他会計繰入金で一般会計繰入金補正により７６０万円の減額でございます。

9２ページをお開きください。
歳出でも、第２款 施設費 第２項 施設管理費で、浄化槽施設管理委託料を含めた施設管理費を同額の７６０万円減額でござい

ます。

以上をもって概要説明とさせていただきますので、御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。

これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。

 これより質疑にはいります。

本議案は、委員会付託を予定しておりますので、質疑はあくまでも総括的、大綱的な質疑に留めていただきたいと思います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。
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日程第 30 

大岡議長

栗田町長

大岡議長

栗田町長

これをもって、質疑を終了いたします。

 ただ今議題となっております、議案第２０号は教育民生常任委員会に付託いたします。

日程第３０ 議案第２１号 平成２４年度まんのう町一般会計予算案を議題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。

町長 栗田隆義君。

ただ今上程されました議案第２１号 平成２４年度まんのう町一般会計予算案につきまして、御説明申し上げます。

1ページをお開きください。
第 1条 歳入歳出予算総額は９０億４，８００万円で、対前年度比８，４００万円、０．９％の増額といたしております。
９ページをお開きください。

歳入につきましては、町にとって一番重要で自主財源の根幹を成す町税が、ここ数年の景気の低迷の影響等から対前年度比マイ

ナス６，３５８万円、０．４％の減を想定いたしております。収納率の低下も懸念されておりますことから、

町長さん、６，０００が６３５万８千円。

すいません。訂正させていただきます。

対前年度比マイナス６３５万８千円、０．４％の減を想定しております。収納率の低下も懸念されておることから、住民の公平

負担の観点からも収納率向上の努力を一層図ってまいります。地方交付税においては、対前年度比１億１，３００万円、３．０％

の増、地方交付税の代替財源として発行される臨時財政対策債と合わせますと対前年度比１．６％の増となります。これは、東日

本大震災の影響はあるものの、地域主権改革に沿った地方の一般財源確保の充実が図られたこと等によるものでございます。

また、国庫支出金は、障害者福祉費負担金、合併推進体制整備費補助金が増額となったものの、子ども手当の制度改正に伴う交

付金の減額、土木費の普通建設事業費に係る補助金の減額等により、全体としては減少となっております。

１０ページをお開きください。

歳出につきましては、議会費、民生費、衛生費、労働費、土木費が減少いたしましたが、一方で総務費、商工費、教育費等が増

加いたしました。歳出全体としては、民生費が全体の約３割と最も大きなウエイトを占めるに至っております。

第２条の地方債は目的、限度額、起債の方法、利息及び償還の方法を定めております。

第３条の一時借入金は最高額を１０億円と定めるものでございます。

第４条は、歳出予算の職員人件費の流用は各項の間の流用ができる旨を定めております。

概略の説明は担当課長より申し上げます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
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大岡議長

齋部総務 

課  長

総務課長 齋部正典君。

それでは、平成２４年度一般会計当初予算案の概略について御説明を申し上げます。

議員の皆様方にお手元に配布しております、まんのう町当初予算の概要書に従いましてご説明を申し上げます。

まず、１ページをお開きください。

一般会計当初予算の総額は９０億４，８００万円で、対前年度比は８，４００万円、０．９％の増額といたしました。特別会計

予算につきましては、第１表 平成２４年度当初予算規模見込みでございますが、表示いたしております。

３０ページの平成２４年度一般会計歳出予算節別比較表をご覧ください。

平成２４年度一般会計歳出における増減の主な要因といたしまして、まず減額要因では、主に職員数の減少に伴う給与、手当及

び共済費の減、土地等の公有財産購入費や負担金補助及び交付金の減、子ども手当の制度改正等による扶助費の減が挙げられます。

一方、増額の要因としては、主に満中改築ＰＦＩ事業関連委託料の増、また満中改築関連周辺整備に係る工事請負費の追加、長期

債元利償還金や商品券換金料等の償還金利子及び割引料の増等が挙げられております。

２ページにお戻りください。

一般会計歳入歳出予算の歳入につきまして、第２表 平成２４年度一般会計歳入の内訳で款ごとの金額を前年度と比較して示し

ております。主なものをご説明いたします。

第１款の町税は１８億６８７万８千円を計上いたしております。先ほど、町長も申されましたように、大変厳しい景気の低迷状

態のため対前年度比で０.４％の減収を想定してございます。
第２款の地方譲与税も国の動向等から対前年度比で８．９％の減となっております。

第３款の利子割交付金は県の収入見込み等により対前年度比１１．０％の減、第４款の配当割交付金は対前年度比２３．５％の

減、第５款の株式等譲渡所得割交付金はほぼ前年度並みに計上いたしております。

第６款の地方消費税交付金は対前年度比１．９％の増、第７款のゴルフ場利用税交付金は対前年度比４．５％の減、第８款の自

動車取得税交付金は対前年度比１．１％の減となり、これらは、個人の消費動向や景気の状況を総合的に判断して計上いたしてご

ざいます。

第９款の地方特例交付金は対前年度比３９．０％減で、内訳としては、児童手当及び子ども手当特例交付金が対前年度比４５．

１％減、減収補てん特例交付金が対前年度比３４．３％減となってございます。

第１０款の地方交付税でございますが、普通交付税では、平成２４年度は東日本大震災分と通常分に区分され、通常分について

は地方の安定的な財政運営のために平成２３年度と同水準となるよう確保するとされておりますので、前年度当初算定額に国の推
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齋部総務 

課  長

計増減率と過去の交付実績を考慮いたしまして算定し、対前年度比８，６００万円、２．４％増を見込んでおります。特別交付税

を合わせた全体では、対前年度比１億１，３００万円、３．０％増の３９億１００万円としております。

第１４款の国庫支出金は、障害者福祉費負担金、合併推進体制整備費補助金が増額となりますが、制度改正に伴う子ども手当交

付金の減額、満濃池周辺整備に係る社会資本整備総合交付金の減額等により、全体としては対前年度比マイナス３，９８４万７千

円、７．５％減の４億９，３８４万７千円となっております。

第１５款の県支出金では、国庫支出金と同様に、制度改正に伴う子ども手当交付金の減額、中讃圏域健康生きがい中核事業補助

金及び緊急雇用対策等失業対策費補助金の皆減等により、全体としては対前年度比マイナス７，３９４万７千円、１０．２％減の

６億４，９５６万５千円となっております。

第１６款の財産収入でございます。商品券販売収入の増額等により、対前年度比６，３４５万５千円、５２．０％増になってお

ります。

第１８款の繰入金では、収支不足による財源対策のため財政調整基金繰入金として、対前年度比１億８，２００万円増の２億６，

２００万 1千円を計上し、全体としては、対前年度比２億２００万円、２０９．３％の増となっております。 
第２１款 町債は、対前年度比マイナス１億３，０２０万円、１５.８％減の６億９，１６０万円を計上いたしております。減額

の主な要因といたしまして、教育債において満中改築関連の合併特例債の減、土木債において満濃池周辺整備事業の完了に伴う減

等でございます。交付税の代替財源として発行される臨時財政対策債は、国の地方財政措置の動向等から算定し、対前年度比マイ

ナス６，９００万円の４億６，４００万円としており、町債に占める割合は約６７％程度でございます。

今後も、町債につきましては、できるだけ発行額を抑制すると共に、町にとって負担が少ない有利な合併特例債、過疎・辺地債

等の活用を行ってまいる所存でございます。

なお、町債の２４年度末残高見込額は１１９億４，０４８万８千円で２３年度末の残高見込額よりマイナス１億７，０７６万９

千円となっております。

７ページをお開きください。

一般会計歳出予算の全体的な見地からの動向と目的別内訳を表示いたしております。増減額の主な要因を御説明申し上げます。

第３表 平成２４年度一般会計歳出予算の目的別内訳は、総務省の地方財政状況調査による区分であり、予算書上の款とは相違

する場合がありますのでご注意をしていただきたいと思います。

１款 議会費関係は 1 億４，０４６万３千円で対前年度比マイナス２，８９２万円、１７．１％の減。議員報酬及び議員共済費
負担金の減でございます。
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２款 総務費関係は１３億４，３１３万円で、対前年度比６，８７５万円、５．４％の増。臨時職員賃金の増、公共施設解体撤

去費、旧琴南授産施設の追加等によるものでございます。

３款 民生費関係では２６億３５６万円で、対前年度比マイナス３，５５２万円、１．３％の減。子ども手当給付費の制度改正

に伴う減、介護保険特別会計繰出金の減によるものでございます。

４款 衛生費関係は６億６，３４５万４千円で、対前年度比マイナス８，４０３万４千円、１１．２％の減。健康生きがい施設

運営事業費、子宮頸がん等ワクチン接種費等の減によるものでございます。

５款 労働費関係は３５７万５千円で、対前年度比マイナス５，１６１万５千円、９３．５％の大幅減となっております。緊急

雇用対策事業等の失業対策費の皆減によるものでございます。

６款 農業水産業費関係は７億８，０７９万１千円で、対前年度比１，８４９万５千円、２．４％の増。ため池ハザードマップ

緊急支援事業費、満中改築関連周辺整備費の新規計上等によるものでございますが、農山漁村活性化プロジェクト交付金事業費は

対前年度比マイナス５，２００万円と大幅に減少しています。

７款 商工費関係は２億３，０３８万４千円で、対前年度比３，９５１万１千円、２０．７％の増。商品券発行事業費の増によ

るものです。

８款 土木費関係は５億１，３６３万９千円で、対前年度比マイナス３，９８１万８千円、７．２％の減。これは、町道整備、

満濃池周辺整備事業等の事業量の減によるものでございます。なお、満中改築関連の町道整備費として、４，８１８万円を新規計

上いたしております。

９款 消防費関係は４億６，８３３万３千円で、対前年度比４１６万５千円、０．９％の増。これは自主防災組織整備費補助金、

災害対策用備蓄資材整備費等の増によるものでございます。

１０款 教育費関係は１２億７，８４９万円で、対前年度比１億６，５６６万２千円、１４．９％の増。満濃中学校改築ＰＦＩ

事業関連経費及び町内遺跡発掘調査事業費の増額、四条公民館増改築事業費及び生涯学習施設整備事業費の追加によるものでござ

います。

１１款 災害復旧費関係は１，２３６万８千円で、対前年度比１，２３６万３千円。過年度農地農業用施設災害復旧事業費の新

規計上によるものでございます。

１２款 公債費は９億９，７１０万３千円で、対前年度比１，４４６万１千円、１．５％の増。情報通信設備に係る合併特例債

等の償還が始まるため償還元金が増となっております。情報通信施設とは光ファイバー施設でございます。

１３款 諸支出金は７７１万円で、対前年度比５０万円、６．９％の増でございます。
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１４款 予備費は５００万円で、前年と同額を計上いたしております。

歳出予算の目的別内訳について説明を終わります。

９ページにつきましては、一般会計歳出予算の性質別内訳について説明しております。

まず、義務的経費は３９億１，９７０万８千円で、対前年度比マイナス１億４，３７５万８千円、３．５％の減で全体に占める

構成比率は４３．３％でございます。人件費は、職員数の減少により対前年度比５．５％の減、扶助費では、子ども手当給付費、

子宮頸がん等ワクチン接種費等の減額により対前年度比４．４％の減となっております。公債費は、合併関連事業、光ファイバー

でございますが、に係る起債の元金償還が始まるため対前年度比１．５％増となり、今後も１０億円前後で推移するものと予想さ

れております。

投資的経費は、９億６，１１６万４千円で対前年度比マイナス２５４万８千円、０．３％の減で、構成比率は１０．７％と横ば

いでございます。これは満中改築関連ＰＦＩ事業に係る周辺整備費、四条公民館増改築事業費等の追加があるものの、農山漁村活

性化プロジェクト交付金事業の事業量の大幅減、満濃池周辺整備事業の完了等が大きく影響しております。

その他の経費は４１億６，７１２万８千円で前年度より２億３，０３０万６千円、５．９％の増、構成比率４６．０％と前年度

より２．１ポイント上昇しております。主な要因といたしましては、物件費の満中改築ＰＦＩ事業関連委託料の増、補助費等の商

品券換金料の増がございます。

１２ページからは、主要施策の概要で款別の内容を記載してございます。

主に増減額の大きいものについて、御説明をさせていただきます。

なお、人件費につきましては、お目通しをお願いいたします。

第１款 議会費は１億４，０４６万３千円で、対前年度比２，８９２万円の減額。これは議員数の減及び議員共済費負担金の減

によるものです。

第２款 総務費は１３億９６７万２千円で、対前年度比４，８８８万８千円の増額です。

第１項の総務管理費は、退職手当組合特別負担金の増、旧琴南授産施設解体撤去費及び総合計画策定費の追加等により対前年度

比７，９０５万４千円の増額となっています。

第２項 徴税費は、固定資産評価システム業務委託料の業務量減、職員人件費の減等から対前年度比７７０万３千円の減額とな

っております。

第３項 戸籍住民登録費は、主に職員人件費の減により、対前年度比１，８０６万５千円の減額となっております。

第３款 民生費は２５億９，１０６万円で、対前年度比４，８０２万円の減額でございます。
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第１項 社会福祉費は、主に国民健康保険特別会計事業勘定繰出金の増、障害書自立支援給付費の増等から対前年度比２，５９

４万８千円の増額となっております。第２項 児童福祉費は主に子ども手当給付費の制度改正に伴う減により、対前年度比７，３

９６万８千円の減額になっています。

第４款 衛生費は６億６，３４５万４千円で、対前年度比８，４０３万４千円の減額です。

第１項 保健衛生費は、施設整備完了による健康生きがい施設運営事業費の減、子宮頸がん等ワクチン接種費の減等により対前

年度比５，４１０万７千円の減額となっています。また、太陽光発電システム整備補助金は、前年度と同額の４８０万円を計上い

たしております。

第２項 清掃費は、主にし尿、塵芥に係る中讃広域行政事務組合負担金の減等により、対前年度比２，９７１万８千円の減額に

なっております。

第５款 労働費は３５７万５千円で、対前年度比５，１６１万５千円の大幅な減額になっております。これは、雇用対策として

国の制度に伴い実施されたふるさと雇用再生特別基金事業、緊急雇用創出事業が平成２３年度末で終了したことによるもので、第

１項の失業対策費は皆減となっております。

第６款 農業水産業費は７億８，０７８万９千円で、対前年度比１，８４９万６千円の増額です。

第 1 項 農業費は、ため池ハザードマップ緊急支援事業費、満中改築関連周辺整備費の新規計上等により、対前年度比７２１万
１千円の増額となりましたが、農山漁村活性化プロジェクト交付金事業費は対前年度比５，２００万円と大幅に減少しております。

第２項 林業費は、林道開設改良事業費の事業量増、治山事業費の新規計上等により対前年度比１，１２８万５千円の増額です。

第７款 商工費は２億２，１７８万２千円で、対前年度比３，９７６万５千円の増額です。主に商品券発行事業費の増額になり

ます。

第８款 土木費は５億１，３６２万５千円で、対前年度比３，９８１万４千円の増額となります。

第８款の第２項 土木管理費は、職員人件費の減、町道改良町単独整備事業の事業量減等により、対前年度比２４１万１千円の

減額となりましたが、満中改築関連の町道整備費といたしまして、町道杉の上中村線他改良事業費４，８１８万円を新規計上いた

しております。

第３項 河川費は、裏谷ダム改修事業費の新規計上等により、対前年度比６５７万６千円の増額です。

第４項 都市計画費は、主に満濃池周辺整備事業の整備工事完了に伴う減により、対前年度比２，６８６万４千円の減額です。

第５項 住宅費は、国庫補助の住宅改修事業が完了したこと等により、対前年度比１，７１１万５千円の減額です。 

第９款 消防費は４億６，８３３万３千円で、対前年度比４１６万５千円の増額です。主に自主防災組織整備費補助金、災害対
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策用備蓄資材整備費等の増によるものですが、仲多度南部消防負担金は消防車両整備が平成２３年度末に完了したため減額となっ

ております。

第１０款 教育費は１２億７，７４４万５千円で、対前年度比１億６，５６６万２千円の増額です。

第１項 教育総務費は、中学校海外派遣業務の社会教育費からの組替等により、対前年度比３５２万８千円の増額になっており

ます。

第２項 小学校費は、教育振興に係る経費の減により、対前年度比１４２万９千円の減。

第３項 中学校費は、主に満濃中学校改築ＰＦＩ事業関連経費の追加で、管理運営業務委託料７，０００万円、満中改築関連周

辺整備事業１億２，０５０万円を新規計上により、対前年度比８，０３７万７千円の増額になっております。

第４項 幼稚園費は、満濃南幼稚園耐震診断及び耐震工事設計業務６００万円の新規計上により、対前年度比１７７万９千円の

増となっております。

第５項 社会教育費は、町内遺跡発掘調査事業費の中寺廃寺跡保存整備事業量の増及び生涯学習施設整備事業１，５００万円、

四条公民館増改築事業５，６００万７千円の新規計上等により、対前年度比７，２９８万３千円の増額となりました。

第６項 保健体育費は、体育館の施設修繕費の増、給食運搬車購入費の新規計上等により、対前年度比８４２万４千円の増額で

ございます。         

第１１款 災害復旧費は１，２３６万８千円で、対前年度比１，２３６万３千円の増額です。これは、平成２３年度に発生した

台風災害の農地農業用施設災害復旧費を計上したためでございます。

第１２款 公債費は９億９，７１０万３千円で、対前年度比１，４４６万１千円の増額です。これは、主に合併関連事業に係る

起債の元金償還が始まるためでございます。

第 1３款 諸支出金は６，３３３万１千円で、対前年度比３，２６０万３千円の増額となります。
第２項 公営企業費は、昨年と同額の７２１万円を計上いたしております。これは、香川県中部広域競艇事業組合への運営費負

担金でございます。歳入の競艇事業収入配分金は９７６万８千円で、昨年と同額を見込んでおり、歳入が歳出を上回ると想定いた

しております。

第３項 基金費は、有価証券による運用益の増に伴う利子積立金の増額です。

なお、各基金の現在高状況は２９ページ,第５表 基金の状況をご覧ください。
主たる基金である財政調整基金では、２４年度末現在高の見込みは３２億１，１００万円で、前年度末残高見込みと比較いたし

まして、２億４，３００万円減少いたしております。 
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第１４款 予備費は５００万円で、前年度と同額といたしております。

予算に関する説明書の１０１ページから債務負担行為に関する調書及び地方債に関するを調書を添付いたして、予算の方です

ね、添付をしておりますので、お目通しの程よろしくお願い申し上げます。

以上、２４年度の一般会計予算案の説明とさせていただきます。

長々となりましたが、御審議の程、よろしくお願いを申し上げます。

これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。

 これより質疑にはいります。

本議案は、委員会付託を予定しておりますので、質疑はあくまでも総括的、大綱的な質疑に留めていただきたいと思います。

質疑はありませんか。

５番 本屋敷崇君。

総括的、大綱的な質問をさしていただきますが、できれば執行部の方の説明も総括的、大綱的な説明をしていただければありが

たいんですが、所信表明の方からですね、考えまして、予算を考えた時にですね、前例踏襲主義でないとおっしゃる予算である説

明をしていただきたいのとですね、財政状況と今後の見込みの中で、今現在で９億４，０００万ほどの隔たりがあるということを

考えればですね、うちの財政規模、本来であるならば、合併してなければ約８０億、それから今回は基金また繰入金で６億入れて

おりますから、約１６億ぐらい今の財政よりは低いと、一般予算は９年後にはそれほど低い見込みで立てなければいけないという

ことから考えれば義務的経費は変わらないであろう、それぐらいであろうから変わらない。その中で、その他経費をいかに抑え、

そして今現在の１６億円分をどう投資的経費に変えるかという説明が欲しいわけなんですよ。こちらとしては。主要施策の概要と

いうのが出てますけども、重点施策、これ何の重点施策ですかと、議会側からすればですね。今さっきのようなお話の中で、今現

在の３町が合併している利点、また、財政町政基金をここまで貯めている利点、そのあたりから考えて、今現在の義務的経費、そ

してその他経費を９年後の部分にすり合わせをした中で、残りのお金をですね、投資的経費として、重点施策としてのせています

というような説明ができないものなのか。それができるのが、本来であると思うんですが、それができるのかどうかだけで結構で

す。それができるのであればしてください。お願いします。

総務課長 齋部正典君。

本屋敷議員さんの御質問にお答えいたします。

予算を立てるにあたりまして、それぞれの課からさまざまなご意見をいただきながら、そして、包括的なやり方に変えて、今年

は昨年よりはかなり多くのやり方を変えてやっております。そういう中で、重点施策８項目ほど挙げさしてはいただいておるわけ
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齋部総務 

課  長

大岡議長

本屋敷議員

大岡議長

齋部総務 

課  長

大岡議長

谷森副議長

ですが、確かに目玉となるかどうかというと、少し弱いところもありますが、我が町といたしましては確実に、あまり派手なこと

はもうできませんので、その中で一つひとつつぶしていくと。実際、住民の皆さん方がお困りになっていることを一つひとつつぶ

していくことから始まるのかなと思っております。

今、満濃中学校が動き出しました。大変大きな事業でございます。それに伴う関係もかなり予算を伴うことになろうかと、これ

からも思います。そのあたりを見定めながら、今、これからどのような予算をそれぞれの分野に分けて、住民の皆さん方の御理解

をいただくかというのは、十分にまた今後検討しながら精査していきたいというように、私の方として、財政の担当として考えて

おりますので、また、いろいろ御意見等いただきながらと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

５番 本屋敷崇君。

全く答えにはなってはないんですけどもですね、予算立ての仕方として一つ、先ほどおっしゃった。先ほどこっちが言うたよう

にですね、基本的に考えてですよ。今現在の義務的経費、それから今合併しているメリットの９億いくら、それから繰越金と基金

からの積立てですね、そういったものをのけた上で、最初に枠配をしとるのかどうかですよね、してないでしょう、結局。各課の

ヒアリング全部あげてきよんでしょう。それ、枠配をまずそこで決めてですね、切った上で、枠配をして、それから、その後１０

年後、１５年後にいかに税収を上げるか、人口を上げるかっていう施策をね、今現在の余剰利益の部分から考えるというのが普通

だとは思うんですが、そういう見方をしてないんですよね。しとるかどうかだけで結構です。

総務課長 齋部正典君。

本屋敷議員さんの再質問にお答えいたします。

予算の組み方といたしましては、包括的な予算の組み方、また今言われました枠配分、これも昨年に比べまして、かなり倍以上

の枠配をとる形で今年は事業をやってます。新規事業等のヒアリングをしながらですね、その必要性、必要度合によってですね、

今年の新年度にそれをあげていくのかどうするのかというのは、十分精査をしてあげてきて今回の予算措置となっております。議

員の皆さん方もさまざまのところで、いろんな御意見等をお伺いされてると思います。住民の皆さん方からの御意見等もいただき

ながら、厳しいところは厳しく申し訳ないんですが、切るところは切らしていただいて、今ここでは必要なところには投入してい

くということで、予算措置をしておりますので、御理解いただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。

他に質疑は。

１５番 谷森哲雄君。

よく聞く話ですが、執行者の皆さん、いわゆるちょっとした光熱費からでも節約していきたいと、こういう話をよく聞くわけで

すが、そういう中で、予算の編成時点におきまして、具体的に申し上げますが、負担金補助及び交付金とか、あるいは委託料また
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谷森副議長

大岡議長

齋部総務 

課  長

大岡議長

谷森副議長

大岡議長

需用費、この３つは少しは削減いうんですか、倹約しようと思えばできることかと思います。そういう点で、電子関係とか通信関

係とかいろんな面で委託料とかリース料とか、いろんな、それから工事に関しても設計費とかかなり、それからまた、補助金に関

しましても町が補助金を出しておる団体にいろんな会の時に、いわゆるほんの何言うんですか、町長とか議長が交際費で若干のも

のを出していくと。こういうこともしておるわけですが、いわゆる負担金とか補助金とか交付金、そしてまた委託料、また需用費、

これを少しでもな、減額するために、例えばこういう点で努力いたしましたと。こういうことについては、今回は若干、少しなが

らも切りましたと、こういうのがあればお答えいただきたいと思います。

総務課長 齋部正典君。

谷森議員さんのご質問にお答えいたします。

負担金等はなかなか決まっておるところがございます。また、委託料についてもですね、それぞれの委員会の方で詳細をお示し

をさしていただいてその必要性をですね、また、ご説明をさしていただきたいと思います。

なお、需用費等は消耗品とか需用費はですね、今年においては先ほども出ましたが、枠配分という形で、それぞれの課にですね、

全体枠でそれぞれおたくの課はいくらですと、去年に比べて今年は９８％、２％削減です。という形で枠を決めます。それぞれの

課で、責任を持ってその中の金額を振り割っていただくと。総務課の方の財政では、そのどう枠を組むかというのまでは関与しな

い。それぞれの課が自主的に適切な予算をその費用の中で組んでいくと、というのは本来の枠配のあり方でもあるわけでございま

すが、そういう形でやっておりますので、需用費の方におきましては確実に減ってきているということでございます。

１５番 谷森哲雄君。

もう１点だけお尋ねいたしますが、いわゆる国保会計、非常に厳しい、これもう私も承知しておりますが、そういう中で、いわ

ゆる国保会計は基金が２億円、ええと、ちょっと待ってくださいよ。１億３，０００万ぐらい、今年度で若干こう繰入をしており

ますが、そういう中で、一般会計もかなり・・・

副議長、上程されてない議案の方へちょっと入っりょったんで、それで、この議案については委員会付託を予定をしております。

委員会付託をされるであろう委員以外の方の質疑を受けたいと思うんですけども、他に質疑はございませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終了いたします。

 ただ今議題となっております、議案第２１号は総務常任委員会に付託をいたします。

ここで、議場の時計で１６時１０分まで休憩といたします。                 （休憩 午後 ３時５５分）
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日程第 31 

大岡議長

栗田町長

それでは、休憩を戻しまして会議を再開いたします。                    （再開 午後 ４時１０分）

お諮りいたします。                               （大西樹議員退席 午後 ４時１０分）

本日の会議は２４時まで時間延長いたしたいと思います。 

ごれに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

よって、本日の会議は２４時まで延長することに決しました。 

日程第３１ 議案第２２号 平成２４年度まんのう町国民健康保険特別会計予算案を議題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。

町長 栗田隆義君。

ただ今上程されました議案第２２号 平成２４年度まんのう町国民健康保健特別会計予算案につきまして、御説明申し上げま

す。

１０３ページをお開きください。

第１条第１項では、事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２４億９，１５０万円と定めるものでございます。

第２項では、直営診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，３４０万円と定めるものでございます。

第３項は、事業勘定及び直営診療施設勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第 1表 歳入歳出予算によ
るというものであります。

第２条では、予算の流用について記載いたしております。

１０５ページをお開きください。

事業勘定といたしまして、歳入では第１款 国民健康保険税４億３，５５７万７千円、第２款 使用料及び手数料１０万１千円、

第３款 国庫支出金５億２，６３８万４千円、第４款 療養給付費交付金２億３，２８８万３千円、第５款 前期高齢者交付金６億

２，５３２万５千円、第６款 県支出金９，７７７万円、第８款 共同事業交付金２億６，５００千円、第９款 財産収入１１万円、

第１０款 繰入金３億６９２万５千円、第１１款 繰越金１千円、第１２款 諸収入１４２万４千円、以上、歳入合計で２４億９，

１５０万円を見込んでおり、合計では対前年度比４，６４０万円の減額となっております。

１０６ページをお開きください。

歳出では、第１款 総務費８２３万１千円、第２款 保険給付費１７億６，６８１万４千円、第３款 後期高齢者支援金等２億４，
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栗田町長

大岡議長

本屋敷議員

大岡議長

雨霧琴南

支所長

大岡議長

２２６万９千円、第４款 前期高齢者納付金等７３万２千円、第５款 老人保健拠出金２万１千円、第６款 介護納付費１億２，３

０６万４千円、第７款 共同事業拠出金３億１，７０８万４千円、第８款 保健事業費２，２８５万２千円、第９款 基金積立金１

１万１千円、第１１款 諸支出金９８２万２千円、第１２款 予備費として５０万円を計上いたしております。

続きまして、１１９ページをお開きください。

平成２４年度 まんのう町国民健康保健特別会計直営診療施設勘定予算について御説明申し上げます。

直診勘定の歳入では第１款 診療収入１，５７０万円、第５款 財産収入３万９千円、第６款 繰入金１，７２４万１千円、第８

款 諸収入４２万円を見込んでおり、合計では３，３４０万円で対前年度比４０万円の増額となっております。

歳出につきましては、第１款 総務費で２，８８０万８千円を計上いたしております。前年に比べまして、３５万円の増額とな

っております。第２款 医業費４２５万２千円、第４款 基金積立金４万円、第５款 予備費は３０万円を計上いたしております。

１２６ページからは、給与費明細書を記載いたしておりますのでお目通しをお願いします。

御審議の程、よろしくお願いいたします。

これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。

 これより質疑にはいります。

本議案は、委員会付託を予定しておりますので、質疑はあくまでも総括的、大綱的な質疑に留めていただきたいと思います。

質疑はありませんか。

５番 本屋敷崇君。

直診勘定の方なんですけども、予算額が３，３００万で、繰入金が１，７００万という形になっております。これ、半分が診療

所を維持するために繰入金でもってるという状況ですけれども、デマンドタクシーが２，７００万、本年度の予算でかかってです

ね、そのデマンドタクシーが町内の医療機関にかかるためであるということを考えればですね、この直診勘定、もう半分の予算を

繰入でもっとる施設をですね、考える時期に来ているんではないかと思うんですけれども、そういった議論が庁内であったのかど

うかだけ、お願いします。

琴南支所長 雨霧弘君。

本屋敷議員の質問にお答えいたします。

歯科診療所につきましては、内科診療所共々平成２４年度におきまして診療所、今後のあり方でございますが、検討委員会を立

ち上げ、その場で協議していくようにいたしております。以上です。よろしくお願いします。

他に質疑はございませんか。
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日程第 32 

大岡議長

栗田町長

大岡議長

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終了いたします。

 ただ今議題となっております、議案第２２号は教育民生常任委員会に付託いたします。

日程第３２ 議案第２３号 平成２４年度まんのう町後期高齢者医療特別会計予算案を議題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。

町長 栗田隆義君。

ただ今上程されました議案第２３号 平成２４年度まんのう町後期高齢者医療特別会計予算案につきまして、御説明申し上げま

す。

１２９ページをお開きください。

第１条では、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ２億５，０９０万円と定めるものであります。第２項は、歳入歳出予算の

款項の区分及び当該区分ごとの金額について、第１表 歳入歳出予算によるというものであります。

１３１ページをお開きください。

歳入といたしまして、第１款 後期高齢者医療保険料として１億５，３５２万７千円で対前年度比１．３％、１９７万円の増と

なっております。これは主に特別徴収保険料で１７０万円の増によるものです。第２款 使用料及び手数料２千円、第４款 繰入金

９，７３６万５千円で対前年度比２３７万円の減、第５款 繰越金１千円、第６款 諸収入は５千円となっており、合計では対前年

度比４０万円の減額となっております。

歳出では、第１款 総務費で１１５万７千円、第２款 後期高齢者医療広域連合納付金は２億４，８２４万２千円で対前年度比４

２万１千円の減額でございます。第３款 諸支出金１００万１千円、第４款 予備費では５０万円を計上いたしております。

御審議の程よろしくお願い申し上げます。

これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。

 これより質疑にはいります。

本議案は、委員会付託を予定しておりますので、質疑はあくまでも総括的、大綱的な質疑に留めていただきたいと思います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。
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日程第 33 

大岡議長

栗田町長

これをもって、質疑を終了いたします。

 ただ今議題となっております、議案第２３号は教育民生常任委員会に付託いたします。

日程第３３ 議案第２４号 平成２４年度まんのう町介護保険特別会計予算案を議題といたします。 

提出者から、提案理由の説明を求めます。

町長 栗田隆義君。

ただ今上程されました議案第２４号 平成２４年度まんのう町介護保険特別会計予算案につきまして、御説明申し上げます。

１３７ページをお開きください。

第１条では、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ２１億６，２１０万円と定めるものでございます。第２項は、歳入歳出予

算の款項の区分及び当該区分ごとの金額について、第 1表 歳入歳出予算によるというものであります。
第２条では、予算の流用について記載いたしております。

１３９ページをお開きください。

歳入では、第１款 保険料といたしまして３億３，２１４万７千円を計上いたしております。前年度に比べて、５１７万２千円

の増額を見込んでおります。第２款 分担金及び負担金１９５万９千円、第３款 使用料及び手数料１千円、第４款 国庫支出金５

億５，０９６万円は対前年度比で２，０４７万１千円の増、第５款 支払基金交付金６億３，３７０万７千円で、主に介護給付費

交付金で１，６５０万円の増、第６款 県支出金は３億２，３７７万４千円で７１３万９千円の増、第７款 財産収入１７万２千円、

第９款 繰入金３億１，９３７万５千円は一般会計より２億５，７０４万９千円、介護保険財政調整基金より６，２３２万６千円

の繰入金を計上いたしております。第１０款 繰越金１千円、第１２款 諸収入４千円となっており、合計では対前年度比４，８２

０万円の増額となっております。

１４１ページをお開きください。

歳出では、第１款 総務費２，７５５万４千円は、前年に比べて２０５万６千円の減、第２款 保健給付費２１億９６１万１千円

は、５，５００万円と大幅な増額となっております。これは居宅介護サービス給付費で３，０００万円、２目 施設介護サービス

給付費で２，０００万円の増、７目 居宅介護福祉用具購入費で２００万円の増、９目 居宅介護サービス計画給付費３００万円の

増となったことによります。第５款 地域支援事業費は２，４３５万９千円で昨年に比べ４７４万４千円の減となっております。

第６款 基金積立金は１７万３千円、第７款 公債費は１千円、第８款 予備費は３０万円、第９款 諸支出金１０万２千円を計上い

たしております。

１５４ページには、給与費明細書を記載いたしておりますのでお目通しをお願いいたします。
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日程第 34 

栗田町長

大岡議長

栗田町長

御審議の程よろしくお願いいたします。

これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。

 これより質疑にはいります。

本議案は、委員会付託を予定しておりますので、質疑はあくまでも総括的、大綱的な質疑に留めていただきたいと思います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終了いたします。

 ただ今議題となっております、議案第２４号は教育民生常任委員会に付託いたします。

日程第３４ 議案第２５号 平成２４年度まんのう町診療所特別会計予算案を議題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。

町長 栗田隆義君。

ただ今上程されました議案第２５号 平成２４年度まんのう町診療所特別会計予算案について、御説明申し上げます。

１５７ページをお開きください。

第１条では、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１億１，９９０万円と定めるものであります。第２項は、歳入歳出予算の

款項の区分及び当該区分ごとの金額について、第１表 歳入歳出予算によるというものであります。

１５９ページをお開きください。

第１款 診療収入は１億６５０万円で、前年と比べて３，０９０万円の増でございます。これは、２３年度実績から見込んでお

ります。第２款 使用料及び手数料４０万円、第５款 財産収入７万３千円、第６款 繰入金２千円、第７款 繰越金１，２７２万４

千円、第８款 諸収入は２０万１千円を見込んでおり、合計では対前年度比３，３６０万円の増額となっております。

歳出につきましては、第１款 総務費で６，１６４万６千円は、前年に比べまして、６４３万２千円の増額となっております。

第２款 医業費５，３０４万円は、前年に比べて２，２３４万５千円の増、第３款 施設整備費は４９４万円で、前年度比４７９

万円の増となっております。これは施設の修繕工事に関連したのものです。第５款 基金積立金７万４千円、第６款 予備費は２０

万円を計上いたしております。

１６６ページには、給与費明細書を記載いたしておりますのでお目通しをお願いいたします。

御審議の程よろしくお願い申し上げます。
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日程第 35 

大岡議長

谷森副議長

大岡議長

雨霧琴南

支所長

大岡議長

栗田町長

これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。

 これより質疑にはいります。

本議案は、委員会付託を予定しておりますので、質疑はあくまでも総括的、大綱的な質疑に留めていただきたいと思います。

質疑はありませんか。

１５番 谷森哲雄君。

私の感触では、２４年度は２３年度並み、あるいは少しは減額になるのかなと、特に医業費において少なからず減額と、こうい

うふうに私はそういう観測をしておったんですが、現実には３，３６０万増ということになっておるんですが、いわゆる、感触と

しては少しは好転するような、そういうような感じを受けておったんですが、あんまり具体的なことは申し上げにくいんですが、

この点はいかがでしょうか。お尋ねいたします。

琴南支所長 雨霧弘君。

谷森議員の御質問にお答えいたします。

今組んでおります予算は、あくまで平成２３年実績を基にして作成しているものでございまして、予算が規模、大きくなってお

ることは事実でございます。現在、内科診療所、琴南支所、一体となりまして１人当りの医療費、これの削減に取り組んでいる途

中でございまして、現在、成果が徐々に現れている状況でございます。新年度におきましては、更なる削減が見込まれており、こ

れにつきましては、２４年度の実績に基づきまして補正予算において、予算の削減をさせていただいたらと考えております。以上

でございます。よろしくお願いします。

他に質疑はございませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終了いたします。

 ただ今議題となっております、議案第２５号は教育民生常任委員会に付託いたします。

日程第３５ 議案第２６号 平成２４年度まんのう町簡易水道特別会計予算案を議題といたします。     

提出者から、提案理由の説明を求めます。

町長 栗田隆義君。

ただ今上程されました議案第２６号 平成２４年度まんのう町簡易水道特別会計予算案について、御説明申し上げます。

１６９ページをお開きください。



73

栗田町長

大岡議長

谷森副議長

大岡議長

岡澤課長

大岡議長

第１条では、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ２億４，２６０万円と定めるものでございます。第２項は、歳入歳出予算

の款項の区分及び当該区分ごとの金額について、第１表 歳入歳出予算によるというものであります。

第２条では、一時借入金の借入限度額を３，０００万円と定めるものであります。

１７１ページをお開きください。

歳入といたしまして、第１款 分担金及び負担金で６３万１千円、第２款 使用料及び手数料で１億６，１０３万円、 第６款 繰

入金は一般会計からの繰入で７，１６９万８千円を計上いたしております。前年より１，０２１万３千円の減となっております。

第７款 繰越金は合計では対前年度比３００万８千円の増でございます。

歳出では、第１款 総務費４，５２２万８千円で、対前年対比で１５９万５千円の増でございます。第２款 施設費は５，８５５

万７千円でございます。第３款 公債費は１億３，８３１万５千円で、長期債元利償還金でございます。第５款 予備費は前年度同

額の５０万円でございます。

１７８ページは当該特別会計における人件費の給与明細書でございます。お目通しをお願いいたします。

１８０ページをお開きください。

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の見込みに関する調書でございます。前年度

に比べて地方債合計額は９，４４１万９千円減額の見込みでございます。

以上、平成２４年度まんのう町簡易水道特別会計予算案の概要説明とさせていただきます。

御審議の程よろしくお願い申し上げます。

これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。

 これより質疑にはいります。

本議案は、委員会付託を予定しておりますので、質疑はあくまでも総括的、大綱的な質疑に留めていただきたいと思います。

質疑はありませんか。

１５番 谷森哲雄君。

１点だけお尋ねいたします。水利組合の負担金ですが、これは琴南町時代の、言い方悪いんですけど負の遺産言うんですか。こ

の分の引継ぎですか、お尋ねいたします。

水道課長 岡澤勉君。

ただ今の谷森議員さんの御質問でございますが、旧町時代からの引継ぎでございますので、よろしくお願いいたします。

１５番 谷森哲雄君。
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日程第 36 

谷森副議長

大岡議長

栗田町長

大岡議長

栗田町長

これはもう、町長がもしかしたら話に行けば解決できるかも分かりません。その点、また町長、内部で協議していただいたらと

思います。これはもう続けておったら、未来永劫続きますんで。その点また、よく御検討いただいたらと思います。

町長 栗田隆義君。

谷森議員さんから貴重な提言をいただきましたので、内部で十分検討して対処させていただきたいと思います。よろしくお願い

します。

これをもって、質疑を終了いたします。

 ただ今議題となっております、議案第２６号は建設経済常任委員会に付託いたします。

日程第３６ 議案第２７号 平成２４年度まんのう町下水道特別会計予算案を議題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。

町長 栗田隆義君。

ただ今上程されました議案第２７号 平成２４年度まんのう町下水道事業特別会計予算案について、御説明申し上げます。

１８１ページをお開きください。

第１条では、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１億９，３９０万円と定めるものでございます。第２項は、歳入歳出予算

の款項の区分及び当該区分ごとの金額について、第１表 歳入歳出予算によるというものであります。

第２条では、地方債の目的、限度額、起債の方法、利息及び償還の方法を定めております。

第３条では、一時借入金の借入限度額を１億円と定めるものであります。

１８３ページをお開きください。

歳入といたしましては、第１款 分担金及び負担金は４０万円、第２款 使用料及び手数料は３，４０１万２千円で昨年度並みで

ございます。第６款 繰入金は一般会計からの繰入で１億１，６０６万３千円を計上いたしております。前年より４４０万円の増

となっております。合計では対前年度比５００万円の増でございます。

歳出では、第１款 総務費３，５６６万２千円でございます。第２款 施設費は１，６７２万円でございます。第３款 公債費の

１億４，１０１万８千円は長期債元利償還金でございます。第５款 予備費は前年度同額の５０万円を計上いたしております。

１８５ページをお開き下さい。

議案の第２条でありました地方債につきまして、下水道事業債と資本費平準化債について記載したものであります。

１９２ページは当該特別会計における人件費の給与明細書でございますので、お目通しをお願いいたします。

１９４ページをお開きください。
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日程第 37 

栗田町長

大岡議長

本屋敷議員

大岡議長

髙尾建設土

地改良課長

大岡議長

栗田町長

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の見込みに関する調書でございます。前年度

に比べて地方債合計額は５，８１１万８千円ほど減少の見込みでございます。

以上、２４年度まんのう町下水道事業特別会計予算案の概要説明とさせていただきます。

御審議の程よろしくお願いいたします。

これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。

 これより質疑にはいります。

本議案は、委員会付託を予定しておりますので、質疑はあくまでも総括的、大綱的な質疑に留めていただきたいと思います。

質疑はありませんか。

５番 本屋敷崇君。

補正の方でさしていただいた確認です。今回の２３年度決算を見てですね、この過年度分、使用料が補正で上がってくるという

考えでよろしいですかね。

建設土地改良課長 髙尾昭弘君。

本屋敷議員さんの質問にお答えさしていただきます。

今皆さん方のご迷惑かけた方々にお願いしている金額があるわけんんですが、それが今、一人ひとり調停をしていっきょるわけ

なんです。その積み重ねが、一応３月末で固まります。あと出納閉鎖期間がありますので、５月末の残高をもって翌年度、２４年

度のですね、歳入の方の過年度収入としてあげさしていただきたいと、あと後日また補正予算をまわしていただくという形になろ

うかと思います。よろしくお願いします。

他に質疑ございませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終了いたします。

 ただ今議題となっております、議案第２７号は建設経済常任委員会に付託をいたします。

日程第３７ 議案第２８号 平成２４年度まんのう町農業集落排水特別会計予算案を議題といたします。   

提出者から、提案理由の説明を求めます。

町長 栗田隆義君。

ただ今上程されました議案第２８号 平成２４年度まんのう町農業集落排水特別会計予算案につきまして、御説明を申し上げま



76

栗田町長

大岡議長

本屋敷議員

大岡議長

す。

１９５ページをお開きください。

第 1条では、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ２，９１０万円と定めるものでございます。第２項は、歳入歳出予算の款
項の区分及び当該区分ごとの金額について、第１表 歳入歳出予算によるというものであります。

第２条では、一時借入金の借入限度額を１，０００万円と定めるものであります。

１９７ページをお開きください。

歳入といたしまして、第２款 使用料及び手数料は５２８万１千円で昨年度並みでございます。 第４款 繰入金は一般会計から

の繰入で２，３８１万７千円を計上しております。合計では２，９１０万円で対前年度と同額でございます。

歳出では、第１款 施設費１，０１０万８千円で前年度比１千円の減でございます。第２款 公債費は１，８８９万２千円で、長

期債元利償還金でございます。第３款 予備費は１０万円で昨年度と同額を計上いたしております。

２０３ページをお開きください。

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の見込みに関する調書でございます。前年度

に比べて地方債合計額は１，３３２万円ほど減少の見込みでございます。

以上、平成２４年度まんのう町農業集落排水特別会計予算案の概要説明とさせていただきます。

御審議の程よろしくお願いいたします。

これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。

 これより質疑にはいります。

本議案は、委員会付託を予定しておりますので、質疑はあくまでも総括的、大綱的な質疑に留めていただきたいと思います。

質疑はありませんか。

５番 本屋敷崇君。

１点、前年度予算と今年度予算が同額なんですけども、考え方としてですけども、農業集落排水が取り組み可能な地域の新築は

農業集落排水は取り次いでないのか。合併浄化槽によって、補助金によって処理しているのか。処理してなくて入れれるんであれ

ばですね、これ施設管理費ではなくて、施設整備費の方もあがってこないかんわけですけども、それがないってことはそういう考

え方でいっているのか。施設管理費だけであるんであれば、ＧＩＳデータの整備業務委託料の５０万っていうのは、毎年度必要な

ものなのか。その２点。方向ですね、で、管理の仕方だけお願いします。

建設土地改良課長 髙尾昭弘君。
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日程第 38 

髙尾建設土

地改良課長

大岡議長

栗田町長

本屋敷議員さんの質問にお答えします。

農業排水については、長炭地区が特定されてましてですね、当初の予定の件数も決まっております。逆にですね、当初の目的ま

で、まだ達成していない状況で、それと高齢者の世帯とかありまして、接続がちょっと不可能と、伸びはちょっと考えられないと

いうことになっております。

それとＧＩＳのデータの方についてはですね、今のＧＩＳのシステムを組んでますので、その中にやっぱり排水管の系統とか、

それは整備したいと考えております。よろしくお願いします。

他に質疑はございませんんか。

（「なし」の声あり）

これをもって、質疑を終了いたします。

 ただ今議題となっております、議案第２８号は建設経済常任委員会に付託をいたします。

日程第３８ 議案第２９号 平成２４年度まんのう町浄化槽整備推進事業特別会計予算案を議題といたします。 

提出者から、提案理由の説明を求めます。

町長 栗田隆義君。

ただ今上程されました議案第２９号 平成２４年度まんのう町浄化槽整備推進事業特別会計予算案につきまして、御説明申し上

げます。

２０５ページをお開きください。

第１条では、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ６，５９０万円と定めるものであります。第２項は、歳入歳出予算の款項

の区分及び当該区分ごとの金額について、第１表 歳入歳出予算によるというものであります。

第２条では、一時借入金の借入限度額を３，０００万円と定めるものであります。

２０７ページをお開きください。

歳入といたしまして、第２款 使用料及び手数料は２，５０１万円で昨年度並みです。第５款 繰入金は一般会計からの繰入で４，

０８８万９千円を計上しております。前年より２３０万円の増となっております。合計では対前年度比２３０万円の増でございま

す。

歳出では、第１款 総務費９２４万円で対前年度比５１万円の増でございます。第２款 施設費は３，６９３万円でございます。

第３款 公債費の１，９２３万円は、長期債元利償還金でございます。

２１３ページは当該特別会計における人件費の給与明細書でございますので、お目通しお願いいたします。
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大岡議長

楠原住民
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２１５ページをお開きください。

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の見込みに関する調書でございます。前年度

に比べて地方債合計額は１，３３０万２千円ほどですが減少の見込みでございます。

以上、平成２４年度まんのう町浄化槽整備推進事業特別会計予算案の概要説明とさせていただきます。

御審議の程よろしくお願い申し上げます。

これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。

 これより質疑にはいります。

本議案は、委員会付託を予定しておりますので、質疑はあくまでも総括的、大綱的な質疑に留めていただきたいと思います。

質疑はありませんか。

１０番 藤田昌大君。

若干、前年度と比べて、ちょっと質問したいと思います。前年度ですね、当初予算が６，３６０万で、この３月補正でですね、

７６０万の減額をしてまして、総額がですね、５，６００万だったんですよね。この事業そのものはもう済んでいると思って維持

管理費の部分の特別会計だろうと思うんです。それがですね、また今度６，５９０万ですか。それが予算計上されてるんですけど

も、その理由をちょっと説明していただきたいと思います。

住民生活課長 楠原善志君。

藤田議員さんの質問にお答えさしていただきます。

２３年度の減額ですけれど、これにつきましては浄化槽の抜取り量が減額したために、減ったために減額さしていただきました。

それと２４年度の分の予算につきましては、２３年度と比べまして増額しておりますが、これにつきましては、この事業につきま

しては平成９年度から２０年度にかけまして町設置型の浄化槽設置いうことでやっておりました。それで、２４年度から使用者の

方へ譲渡することになっております。それに伴いまして、修繕料いうことで、若干上げさしていただいております。よろしくお願

いいたします。

１０番 藤田昌大君。

維持管理の仕方が変わるいうことですか。そういう理解していいですか。

住民生活課長 楠原善志君。

条例によりまして、１５年経過したものにつきましては、今まで町が管理していたんですけれど、それにつきましては使用者の

方に管理していただいて、無償で譲渡するということになっておりますので、よろしくお願いいたします。
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大岡議長

栗田町長

他に質疑はございませんか。

（「なし」の声あり）

これをもって、質疑を終了いたします。

 ただ今議題となっております、議案第２９号は教育民生常任委員会に付託いたします。

日程第３９ 議案第３０号 平成２４年度まんのう町水道事業会計予算案を議題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。

町長 栗田隆義君。

ただ今上程されました議案第３０号 平成２４年度まんのう町水道事業会計予算案について、御説明申し上げます。

１ページをお開きください

第１条 平成２４年度まんのう町水道事業会計予算を次のとおり定めるものでございます。

第２条 業務の予定量を定めてございます。

第３条 収益的収入及び支出を定めてございます。

第４条 資本的収入及び支出を定めてございます。

２ぺージをお開きください

第５条 企業債の借り入れについて定めてございます。

第６条 一時借入金の限度額は１億円と定めてございます。

第７条 予算の流用禁止項目を掲げてございます。

第８条 一般会計からの補助金の額を定めてございます。

第９条 棚卸資産の購入限度額を定めてございます。

平成２４年度まんのう町水道事業会計予算につきましての収益的収入及び支出につきましては、２２年度実績及び２３年度の状

況を勘案し、その実態に即した予算としてございます。

主な、事業内容としては高屋原浄水場への水量確保として 照井第２水源からの取水事業を計画しております。

９ページをお開きください。

収益的収入でありますが、水道事業収益といたしましては２億５，５３１万２千円を計上し、対前年比は１％増であります。そ

の内、給水収益の水道使用料といたしましては２億４，４３７万７千円を計上いたしております。

１０ページをお開きください。
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栗田町長

大岡議長

収益的支出でございますが、２億５，３６２万７千円を計上し、前年度対比０，５％の増であります。その内訳として、原水及

び浄水費で６，６３６万７千円を計上いたしております。配水及び給水費につきましては２，５５６万円、２５０万円を消火栓受

託工事費として、また総係費におきましては３，６７４万８千円を計上いたしております。

主な内容といたしましては、職員２名分の人件費及び高屋原、四条両浄水場における維持管理に伴う経費でございます。

１２ページをお開きください。

資本的収入で３，０８４万７千円を計上しております。前年度対比６０％減であります。その内訳といたしまして、他会計補助

金で１，０８４万６千円、企業債で２，０００万円を計上いたしております。

次に、資本的支出についてですが、１億４，７５８万３千円を計上し、前年度対比１７％の減であります。主な内容は、浄水設

備改良費の浄水改良工事費３，６０３万円で、照井第２水源築造工事を施工する予定です。

また、配水給水設備工事費といたしましては４，４００万円を計上し、その内訳として、石綿管の更新事業が完了しましたので、

他の老朽管の更新、また、国道県道等改良工事に伴う水道管の布設工事などを計上いたしております。

企業債の償還金で６，４３０万１千円を計上いたしております。

また、不足額１億１，６７３万６千円につきましては、損益勘定留保資金等を充当することにいたしております。

よろしく御審議、御議決賜りますようお願い申し上げます。

これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。

 これより質疑にはいります。

本議案は、委員会付託を予定しておりますので、質疑はあくまでも総括的、大綱的な質疑に留めていただきたいと思います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終了いたします。

 ただ今議題となっております、議案第３０号は建設経済常任委員会に付託いたします。

日程第４０ 議案第３１号 工事請負変更契約の締結について、平成２２年度社会資本整備総合交付金事業町道造田六地蔵線道

路改築工事（天川高橋上部工）を議題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。

町長 栗田隆義君。
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栗田町長

大岡議長

高尾建設土

地改良課長

ただ今上程されました議案第３１号 工事請負変更契約の締結についての提案理由を説明申し上げます。

この契約は、平成２３年２月の第１回臨時議会において議決をいただいておりました、平成２２年度社会資本整備総合交付金事

業町道造田六地蔵線道路改築工事（天川高橋上部工）の実施に伴い、工事内容の変更が生じたため、変更契約を結ぼうとするもの

でございます。

工事請負変更契約の締結につきましては、当該工事の予定価格が５，０００万以上でありますので、地方自治法第９６条第１項

第５号及びまんのう町の議会に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるもの

でございます。

１ 契約の目的     平成２２年度社会資本整備総合交付金事業町道造田六地蔵線道路改築工事（天川高橋上部工）

２ 変更増の契約金額  ７１，７７８，０００円。うち取引に係る消費税及び

町長さん、７００万。

すいません。間違いました。

変更額の契約金額は７，１７７，８００円。うち取引に係る消費税及び地方消費税の額３４１，８００円。

３ 既契約金額     ９９，７５０，０００円。うち取引に係る消費税及び地方消費税の額４，７５０，０００円。

４ 既本契約日     平成２３年２月２２日

５ 契約の相手方    高松市朝日町五丁目２番３号 泉鋼業株式会社

６ 変更後の契約金額  １０６，９２７，８００円。うち取引に係る消費税及び地方消費税の額は金５，０９１，８００円で

ございます。

詳細につきましては、担当課長より説明させます。

以上、御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。

建設土地改良課長 髙尾昭弘君。

中身について、説明さしていただきます。先ほど事前にお手元の方へ、天川高橋の図面のついた資料を配布さしていただいてお

ります。それに基づいて説明さしていただきます。

先に後ろのですね、Ａ３の図面が赤い色の着色されたものと、これが変更後の今回承認いただこうとする形の図面であります。

それと、その下に付けておりますのが、変更前の図面であります。変更が生じた理由としてはですね、まず一番目が、この橋は土

器川に架かっておりまして、左岸脇が国道４３８号線となっております。それから右岸脇がですね、町道造田六地蔵線となってお

ります。まず第１点目がおもての変更設計の理由、変更理由ということで、一番目に掲げてあります左岸側ということで、国道４
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高尾建設土

地改良課長

３８号線部分の取り合わせとして、国道との取り合わせ舗装及び街路灯ＬＥＤ１基設置ということを考えております。この街路灯

でありますが、当初県が設置しておりました街路灯があったわけなんですが、それが工事のために外してみたら根元が腐っておる

ということでですね、これを新しく取り替えると言うことをやっております。

それから、２番目の右岸側ですね、右岸側に町道側、取り合わせの変更による増額と言うことを書かしていただいておりますが、

取り合わせの縦断こう配が当初計画ではどうしても急こう配であり、また、交差点がカーブ中なので事故などの予測があるために

変更したいということにしております。変更前の設計内容といたしましては、今、赤い着色しておる図面の右岸脇、ちょうど図面

の上脇になるんですけど、この部分一部分だけ取り合わすというこう配で、橋の終わりから町道に取り合わすまでが、約１０％近

いこう配という形でとりあわすような形で、元の町道をあまりいらわないという取り合わせを考えておりました。これでは、どう

しても取り合わないと。橋の高さを計画した段階といたしましては、表に主の幹線道路であります、国道４３８号線があります。

これの交差点協議で高さは変えられないというのが一番条件がついておりまして、あと町道の方でどうしても調整をかえないとい

かないということが発生しました。それで、変更前の設計では町道の全幅を切り下げる計画としていなかったが、どうしても旧こ

う配、取り合わせはできないということで、今回の町道の本体も切り下げて、そして取り合わすという形を取らしていただこうと

考えております。

おもての表の中の１番の変更増の内容といたしまして、それに関わる内容として、一番、土工で掘削・床彫１７０㎥、それから

残土処理が１５０㎥とか、それから官民境界の民地境界のコンクリート１２ｍ、どうして施工しなきゃならないと。それから排水

路溝２３ｍ、Ｕ型側溝とか６ｍ、ガッターとか２８ｍ、あと舗装も当初であれば橋と元の町道の取り合わせ等でいけたものがです

ね、どうしても舗装、町道の方切り下げますんで、全線をやるということで、舗装工として路盤工及び表層工、厚み５㎝のとこ５

４７㎡、それから厚み４㎝のところを１４９㎡、これを考えております。それから、あとが区画線として、町道の白線等のこと、

それから、防護柵工として右岸脇のですね、民地、旧の橋のところを歩道として使いますんで、そちらの方の転落防止のガードパ

イプ等を設置したいと考えております。

それから安全施設工として、旧の橋のところ、それから交差点部分にですね、反射材等、車止め等を付けたいと考えております。

それとその下が旧の取壊一体ということで、増額になる金額としては８，０８８，１５０円ということになっております。

それと次のページめくっていただきますと、変更減の内容ということで、減額となった要素、９１０，３５０円が減額になりま

したが、これについては主な工事内容としては、交通誘導員費の減額、それから、桁架設の工事費の減額、それから工場製作原価

の減額ということで、減額分が９１０，３５０円となっております。差し引きのその下へ書いております７，１７７，８００円が

増額ということになっております。
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地改良課長

大岡議長

主には、国道と、原因としては国道と町道の高さがあまりにも高低差があるので、どうしてもここで取り合わせをしないと、安

全な走行ができないということで、今回提案さしていただきいております。よろしくお願いいたします。

これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終了いたします。

お諮りします。

 ただ今議題となっております議案第３１号は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

(「異議なし」の声あり)  
質疑なしと認めます。

 よって、議案第３１号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。

 これより討論にはいります。

 討論はありませんか。

 （「なし」の声あり）

 討論なしと認めます。

 これをもって討論を終了いたします。

 これより、議案第３１号 工事請負変更契約の締結について、平成２２年度社会資本整備総合交付金事業町道造田六地蔵線道路

改築工事（天川高橋上部工）の件を採決いたします。

 本案は原案のとおり決することに、御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

 よって本案は原案のとおり可決されました。                     （北山教育長退席 午後５時９分）

日程第４１ 議案第３２号 教育委員会委員任命の同意についてを議題といたします。
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大岡議長

栗田町長

大岡議長

栗田町長

提出者から、提案理由の説明を求めます。

町長 栗田隆義君。

ただ今上程されました議案第３２号 教育委員会委員任命の同意についての提案理由を申し上げます。

本町教育委員であります、北山正道委員の任期が、平成２４年５月１２日に任期満了となります。引き続き教育委員としてお願

いいたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。

住所 まんのう町佐文１０１１番地２、氏名 北山正道、生年月日 昭和２０年９月５日。

委員の任期は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第５条により、任命日より４年であり、平成２８年５月１２日であり

ます。御同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。

これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。

お諮りします。

 議案第３２号は会議規則第３９条第３項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

(「なし」の声あり)  
質疑なしと認めます。

 よって、議案第３２号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。

 本案は人事案件でございますので、質疑、討論を省略して採決いたしたいと思います。

お諮りいたします。

ただ今議題になっております議案第３２号 教育委員会委員任命の同意については、これに同意することに御異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

 よって、議案第３２号 教育委員会委員任命の同意についてはこれに同意することに決しました。

日程第４２ 議案第３３号 まんのう町特別職の給与の減額に関する条例の制定についてを議題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。                     （北山教育長着席 午後５時１２分）

町長 栗田隆義君。

それでは、ただ今上程されました議案第３３号 まんのう町特別職の給与の減額に関する条例の制定についての御説明を申し上
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栗田町長

大岡議長

本屋敷議員

大岡議長

齋部総務

課  長

げます。

昨年秋に発覚いたしました下水道使用料金の賦課漏れ問題につきまして、事の重大さから関係職員の処分にあわせまして、管理

者である私町長と副町長２名の監督責任を明確にする必要があることから、本条例を上程するものでございます。

今回の特別職の懲戒につきましては、地方公務員法第４条の規定により適用除外とされていますので、町長及び副町長について、

まんのう町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第３条第１項に規定されている額の１００分の２０を、１か月

間減額して支給するものでございます。また、この条例は交付の日の属する月の翌月の初日から施行とします。ただし、その日が

月の初日である時はその日から施行することといたします。

御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願いいたします。

これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。 

５番 本屋敷崇君。 

今回の処分なんですが、これが議会のですね、議決要件であるということで考えればですね、うちの方としましてはこれが町長、

副町長の管理者責任として、この減給２０％、１か月が妥当であるものなのかどうか。さらには、当人である総務課付け主査の処

分が妥当であるものかどうか、という判断をせないかんわけでよね。うちら議決としては。当然、執行部の方としてですね、これ

を導き出したものがあると思うんですね、それは多分懲罰委員会でやっとるとは思うんですけども、懲罰委員会でどのような質疑

をし、どのような資料をもってここを決めたかを示していただかないとこっちはそれでいいですよとも言えんわけですよね、議決

要件である以上、これを導き出した資料をください。でないと、よう議決せんのですよ。その資料、いただけますか。即決要件で

すよね。 

総務課長 齋部正典君。 

本屋敷議員さんの御質問にお答えいたします。 

今回の処分が妥当か、当該職員の処分を決めるにあたっての根拠というのはどういうふうになっているのかということだと思い

ます。まんのう町には、まんのう町職員の分限及び懲戒の手続き及び効果に関する条例というのが、まずあります。そして、さら

に細かくまんのう町職員の懲戒処分等に関する基準というのも設けてございます。その基準書をもちまして、それと過去それぞれ

のですね、近隣にあったような、そういうような処分をですね、しているのを参考資料としてですね、今回の処分委員会を開催を

していただきました。根拠といたしましては、要は今言いましたように、その基準に基づいてやるというこということでございま



86

齋部総務

課  長

大岡議長

本屋敷議員

齋部課長

大岡議長

齋部総務

課  長

大岡議長

齋部総務

課  長

す。 

あと、資料等をいただけんかということでございます。これは隠すこともございませんが、個人情報等も、もちろん、にもなり

ますので、総務課の方へのおい出ていただいて、お見せするというかたちになるのかなと思うんですが、よろしくお願い申し上げ

たらと思います。 

５番 本屋敷崇君。 

 今、個人情報で総務課に来いという話ですけども、議会基本条例読んでください。条例提出するにあたってですよ、この条例を

提出するにあたった資料、その他は議会の方に公表することってなっとるわけです。なってますよね、議長。それを総務課に来い

っておかしいでしょう。議決せえ言いよんでしょう。議決せえいうもんに対して、その根拠資料は出せん。どういうことですか。

すいません、議長。 

総務課長 齋部正典君。 

失礼をいたしました。懲戒処分等に関する基準、これを提示をしてくださいと言うことだと思いますので、これは早速参考資料

として、お持ちをさしていただくということで、よろしくお願い申し上げます。 

（懲罰委員会の資料ください。） 

（議長、休憩。） 

暫時休憩といたします。                                  （休憩 午後５時２０分）

それでは、休憩を戻しまして会議を再開いたします。                     （再開 午後６時２０分）

なお、本屋敷議員さんからの質疑で資料提出の要求があったんですけども、今、総務課長の方で資料を再度作成中でありますの

で、もう少しお待ちいただきたいと思います。 

暫時休憩します。                                     （休憩 午後６時２２分）

それでは、休憩を戻しまして会議を再開いたします。                     （再開 午後６時３５分）

大変長らくお待たせをいたしました。申し訳ございませんでした。 

今皆様方の方に、議員の皆様方の方に資料をお配りさせていただいております。資料の方のご確認をお願いいたします。まんの

う町職員の分限及び懲戒の手続き及び効果に関する条例が１ページ目、２ページ目からはまんのう町職員の懲戒処分等に関する基

準書を付けてございます。何ページかめくっていただきましたら、３枚目でございますが、３枚目に懲戒処分委員会の審査の事項、
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齋部総務

課  長

大岡議長

合田議員

大岡議長

栗田副町長

大岡議長

また、事件の概要等を書いてございます。一部、個人名がありましたので、黒塗りをさせていただいております。処分につきまし

ては別紙のとおりということで、その後ろにつけてございます。報道発表用と書いてあるのがそうでございます。なお、ここには

ですね、処分決定日、これは処分委員会があったのが２月１７日に処分の決定をしたということになっておりますので、２４年の

２月の１７日、処分基準日ということで本日即決でですね、もし議決いただいたならば、この２４年の３月１日ということになり

ますが、これはまあ、議会の流れの中での日にちが入ってこようかなというように考えてございます。 

あと、その後ろに付いておりますのが、参考資料でございます。同じような下水道の使用料の賦課漏れがあった自治体のですね、

資料を後ろに付けてございます。こういうのを参考にしながら、処分委員会の中でどの程度の処分が適切であるかというのを、審

議をさせていただいたわけでございます。よろしくお願いを申し上げます。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり）

質疑なしと、３番 合田正夫君。

１点だけ、ちょっとお聞きします。

副町長が、町民のこの下水道に関するとこ何件ぐらいもうたか、今後まうあれ、あるんかないんか、それだけちょっとお聞かせ

ください。

副町長 栗田昭彦君。

今、担当の髙尾課長の方から逐次報告を受けておりまして、その報告に従いましてですね、今現在私が謝罪にお伺いしておるの

は、２件謝罪にお伺いいたしました。それと、あと１件はですね、直接私の部屋においでになりまして、私の方から事情を説明し

てこれも私の方から謝罪を申し上げました。

今後につきましては、同じように担当課の逐次報告を受けながら対応してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。

他に質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり）

これをもって、質疑を終了いたします。

お諮りいたします。

 ただ今議題となっております、議案第３３号は会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。



88

大岡議長

散  会

(「異議あり」の声あり)  
質疑がありましたので、これより委員会付託省略の件を起立により、採決いたします。

議案第３３号について、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立少数であります。

よって、議案第３３号は委員会の付託を省略するは否決されました。

 したがって、議案第３３号は総務常任委員会に付託いたします。

以上で、本日の日程は全部終了いたしました。

なお、次回の会議の再開は３月２日、明日、午前９時３０分といたしたいと思います。

本議場に参集お願いいたします。

本日はこれで散会いたします。                             

散  会   午後６時４０分



89

  地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。         

平成２４年３月１日 

     まんのう町議会議長  

まんのう町議会議員

まんのう町議会議員 
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